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『
列
女
侍
』
は
劉
向
按
と
伝
え
ら
れ
る
。
『
漢
書
』
重
文
志
に
'
「
劉
向
所
序
六
十
七
篇
」
と
あ
り
へ
「
新
序
・
説
苑
・
世
説
・
列
女
俸

頭
固
也
」
と
注
さ
れ
る
O
現
本
『
古
列
女
俸
』
七
巻
が
原
本
を
す
べ
て
そ
の
ま
ま
伝
え
る
も
の
と
は
云
え
な
い
が
へ
　
(
こ
れ
に
対
す
る
諸

家
の
議
論
や
検
討
は
'
紙
数
の
都
合
に
依
り
'
続
稿
に
譲
る
。
)
　
結
論
的
に
云
え
ば
'
筆
者
は
'
現
本
が
劉
向
の
思
想
や
著
述
態
度
を
概

ね
正
確
に
伝
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
へ
以
下
の
注
釈
・
解
説
を
施
し
て
い
-
。
内
容
は
'
母
儀
・
賢
明
・
仁
智
・
貞
順
・
節
義
・

頼
通
・
撃
嬰
の
各
伝
に
分
か
れ
'
頼
通
ま
で
の
六
伝
で
は
'
各
々
の
時
代
の
社
会
制
度
や
特
殊
な
政
治
機
構
の
中
で
定
め
ら
れ
た
女
性
の

位
置
づ
け
に
対
し
て
'
自
己
を
冷
静
に
対
応
さ
せ
'
或
い
は
そ
の
時
代
や
所
属
す
る
組
織
の
論
理
を
女
性
の
立
場
か
ら
巧
み
に
自
ら
の
も

の
と
し
て
'
理
知
的
に
生
き
る
こ
と
に
依
り
'
夫
や
息
子
を
社
会
的
成
功
者
に
さ
せ
へ
　
組
織
の
安
定
に
貢
献
し
た
女
性
の
伝
記
が
収
録
さ

れ
て
い
る
が
'
撃
嬰
伝
だ
け
は
'
以
上
の
女
性
達
と
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
於
て
逆
の
生
き
方
を
す
る
こ
と
に
依
り
'
自
ら
を
破
滅
さ
せ
'

更
に
は
夫
や
息
子
を
挫
折
せ
し
め
へ
　
彼
女
等
が
所
属
す
る
権
力
椀
構
や
組
織
を
崩
壊
に
導
い
た
と
批
判
さ
れ
て
い
る
女
性
達
の
伝
記
を
収

録
し
て
い
る
。
『
漢
書
』
楚
元
王
侍
の
劉
向
の
項
に
'
『
列
女
俸
』
成
立
の
事
情
に
つ
い
て
へ
　
「
向
暗
俗
禰
賓
淫
へ
　
而
蹟
衛
之
属
起
徴
膿
へ
輸

礼
制
へ
向
以
為
王
教
由
内
及
外
へ
自
近
著
始
'
故
採
取
詩
書
所
載
賢
妃
貞
婦
・
興
国
顕
家
可
法
則
・
及
撃
嬰
乱
亡
者
へ
序
次
為
列
女
俸
凡

八
篇
'
以
戒
夫
子
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
'
劉
向
の
理
想
と
す
る
女
性
像
は
前
六
伝
に
在
り
'
撃
嬰
伝
に
は
現
実
劉
氏

政
権
に
対
す
る
批
判
・
 
'
警
告
の
気
特
が
間
接
的
に
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
稿
で
後
者
を
特
に
取
り
上
げ
た
の
は
'
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劉
向
を
『
列
女
俸
』
執
筆
に
駆
り
立
て
た
も
の
が
'
彼
を
取
り
巻
-
周
囲
の
諸
情
況
に
対
す
る
憂
慮
と
不
安
か
ら
来
る
警
告
の
意
識
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
'
本
伝
や
当
時
の
情
況
に
験
し
て
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
現
実
に
対
す
る
不
安
に
応
じ
て
'
彼
の
意
識
の
内
に
は

恐
ら
-
撃
嬰
侍
に
登
場
す
る
様
な
女
性
が
最
も
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
に
違
い
な
い
。
従
っ
て
彼
の
最
も
生
々
し
い
気
持
の
直
接
反

映
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
撃
要
侍
を
先
ず
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
注
釈
と
し
て
は
'
古
-
は
曹
大
家
(
班
昭
)
注
が
有

っ
た
と
云
わ
れ
る
が
'
現
在
で
は
わ
ず
か
な
断
片
を
う
か
が
う
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
主
な
も
の
は
'
清
代
王

照
囲
『
列
女
侍
補
注
』
・
梁
端
『
列
女
俸
校
注
』
等
'
ま
た
そ
れ
以
前
の
諸
注
を
集
録
し
た
蒲
道
管
『
列
女
侍
集
注
』
が
有
り
'
-
主
と
し

て
文
字
異
同
を
校
し
た
も
の
に
欧
頼
芳
『
列
女
俸
校
謹
』
(
「
文
史
哲
畢
報
」
十
八
期
)
が
有
る
。
本
稿
で
は
'
先
ず
従
来
の
諸
注
を
総
合

し
っ
っ
'
更
に
出
典
に
関
わ
る
他
の
文
献
を
照
合
L
t
劉
向
が
'
先
行
文
献
を
'
独
l
白
の
判
断
に
依
っ
て
へ
ど
の
様
に
個
性
的
に
『
列
女

俸
』
で
再
生
し
て
い
る
か
を
明
か
に
す
る
。
ま
た
こ
の
様
な
基
本
的
な
立
場
か
ら
『
列
女
俸
』
の
特
性
を
考
察
す
る
こ
と
に
依
り
'
執
筆

者
の
思
想
が
文
章
表
現
上
に
ど
の
様
な
微
妙
な
影
を
お
と
し
て
い
る
か
を
も
確
か
め
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
尚
'
本
稿
に
於
て

は
'
初
の
二
伝
の
み
載
せ
へ
以
下
に
続
-
十
三
伝
は
紙
数
の
都
合
で
割
愛
し
た
。

壁
婁
博

I
'
夏
祭
　
の
末
喜

①

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

③

末
善
は
'
夏
祭
の
妃
な
り
。
色
に
美
に
し
て
徳
に
薄
し
。
乱
撃
無
道
へ
女
子
に
し
て
丈
夫
の
心
を
行
ふ
。
剣
を
催
し
冠
を
帯
す
。
粂
　
既

に
礼
儀
を
棄
て
'
婦
人
に
淫
L
へ
美
女
を
求
め
て
之
を
後
宮
に
積
む
。
侶
優
・
侠
儒
・
押
徒
の
能
-
奇
偉
の
戯
を
為
す
者
を
収
め
て
'
之

③

を
勇
に
棄
む
。
欄
寝
の
楽
を
造
り
'
旦
供
　
末
喜
及
び
官
女
と
飲
酒
し
て
休
む
時
有
る
無
し
。
末
善
を
膝
上
に
置
き
て
'
其
の
言
を
聴
用

⑳

　

　

　

　

つ

ら

L
へ
昏
乱
失
道
へ
騎
李
白
窓
な
り
。
酒
池
を
為
り
て
以
て
舟
を
遅
ら
す
可
し
。
一
鼓
し
て
牛
飲
す
る
者
三
千
人
へ
其
の
頭
を
掩
わ
て
之
を

酒
池
L
1
飲
ま
し
む
。
酔
ひ
て
溺
死
す
る
者
へ
末
書
　
之
を
笑
ひ
て
以
て
楽
し
み
と
為
す
。
龍
逢
　
進
み
て
諌
め
て
日
く
'
君
　
無
道
な
れ
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⑳

は
必
ず
亡
び
ん
A
T
幾
日
-
、
日
亡
ぶ
こ
と
有
ら
ん
や
、
日
亡
べ
ば
我
亡
ぴ
ん
と
O
聴
か
ず
。
以
て
妖
言
と
為
し
て
之
を
彩
す
。
噴
室
・

⑳

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

き

た

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

③

堵
墓
を
造
り
て
以
て
雲
雨
に
臨
む
。
財
を
輝
し
幣
を
尽
し
て
'
意
尚
は
燈
ら
ず
。
湯
を
召
し
て
'
之
を
夏
重
に
囚
へ
し
む
。
己
に
し
て
之

を
釈
す
。
諸
侯
大
ひ
に
飯
-
。
是
に
干
い
て

S

　

　

　

　

　

　

　

　

;

;

;

w

破

喜
・
嬰
妾
と
与
に
同
舟
に
し
て
海
に
流
ひ
'

⑨

'
湯
　
命
を
受
け
て
之
を
伐
つ
。
鳴
候
に
戟
ふ
。
条
師
戦
は
ず
。
湯
　
遂
に
条
を
放
す
。
末

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

南
集
の
山
に
死
す
。
詩
に
日
-
'
煎
　
蕨
の
哲
婦
'
最
と
為
り
鴫
と
為
る
と
。
此
の
謂
な

n
ノ
○

や
す
ん

項
に
日
く
、
末
喜
　
幾
に
配
し
'
維
れ
乱
れ
騎
揚
す
。
架
　
既
に
無
道
、
又
其
の
荒
を
重
ぬ
。
姦
軌
走
れ
用
ひ
'
法
常
を
他
ぜ
ず
。
夏

后
の
国
へ
　
遂
に
反
り
て
商
と
為
る
。

〔注〕

①
王
住
は
'
「
末
菩
」
　
或
は
　
「
妹
嬉
」
に
作
る
と
云
う
。
『
楚
酎
』
天
間
に
'
「
襲
伐
蒙
山
へ
何
所
得
蔦
へ
妹
嬉
何
韓
へ
湯
何
極
蔦
」
と
あ
る
。
『
菊
子
』
解

蔽
篇
・
『
史
記
』
外
戚
世
家
・
『
新
序
』
雑
事
篇
な
ど
に
は
'
「
末
喜
」
に
作
り
へ
『
竹
書
紀
年
』
・
『
国
語
』
晋
語
一
・
『
漢
書
』
外
戚
俸
序
な
ど
に
は
'

「
妹
菩
」
に
作
る
。
『
呂
氏
春
秋
』
慎
大
覧
・
『
後
漢
書
』
雀
埼
樽
は
　
「
末
喜
」
に
作
る
。

ま
た
王
注
は
'
『
後
漢
書
』
注
引
に
は
「
築
妃
へ
　
布
施
氏
女
也
」
に
作
る
と
し
て
へ
　
こ
の
一
文
が
こ
こ
に
は
脱
し
て
い
る
と
云
う
。
(
『
後
漢
書
』
注
と

は
'
列
俸
七
十
上
撹
埼
俺
の
李
賢
注
へ
　
「
末
菩
'
発
妃
へ
　
布
施
氏
女
へ
美
於
色
へ
薄
於
徳
へ
女
子
行
丈
夫
心
へ
柴
常
置
末
喜
於
膝
上
へ
聴
用
其
言
へ
　
昏
乱

失
道
へ
湯
伐
之
へ
遂
死
於
南
展
'
見
列
女
俸
」
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
)
　
こ
れ
に
つ
い
て
発
注
は
'
『
御
覧
』
皇
親
部
1
　
(
百
三
十
五
)
引
に
は
へ
　
こ

の
句
(
「
夏
祭
之
妃
也
」
)
　
の
下
に
'
「
集
伐
有
施
'
布
施
女
以
末
喜
」
　
の
十
字
が
有
る
と
し
て
'
今
本
に
脱
文
が
あ
ろ
う
と
云
う
。
藷
注
は
王
・
梁
住
を

引
-
が
'
脱
文
有
り
と
指
摘
は
し
な
い
。
殴
楯
芳
は
王
・
梁
注
に
付
し
て
'
『
路
史
後
紀
』
十
三
下
の
羅
革
注
に
'
「
天
問
云
'
架
伐
葉
山
何
得
鳶
へ
王
逸

云
伐
蒙
山
国
'
得
末
嬉
'
列
女
停
以
為
有
施
得
之
へ
師
古
云
'
布
施
之
女
'
蓋
以
図
譜
説
施
為
嬉
姓
へ
　
閥
外
記
従
之
へ
失
之
央
」
と
あ
る
の
に
依
り
'
朱

の
時
へ
羅
率
の
見
た
『
列
女
侍
』
　
に
は
「
有
施
」
の
文
が
ま
だ
脱
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

な
お
王
国
維
『
古
本
竹
書
紀
年
輪
校
』
「
架
」
の
頃
に
よ
れ
ば
'
「
后
発
伐
眠
山
へ
進
女
干
梨
二
人
へ
　
日
瑞
へ
　
日
攻
、
発
受
二
女
へ
無
子
'
刻
其
名
干
荷
華

之
玉
へ
苦
是
琉
'
華
是
政
へ
而
弄
其
元
妃
干
渚
へ
　
日
東
喜
氏
へ
末
喜
氏
以
与
伊
ダ
交
'
遂
以
間
夏
」
と
あ
る
。
た
だ
し
「
北
堂
書
紗
』
巻
二
十
一
・
『
萄

文
類
柴
』
巻
八
十
二
・
『
御
覧
』
巻
八
十
三
・
百
三
十
五
・
三
百
八
十
一
引
等
へ
多
少
文
字
の
出
入
が
あ
る
。
雷
撃
浜
『
竹
書
紀
年
義
謹
』
は
「
嶋
山
即
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蒙
山
,
有
施
氏
之
所
主
也
」
と
し
へ
『
楚
軒
』
天
問
』
王
逸
注
・
『
国
語
』
晋
語
の
毒
昭
注
な
ど
を
引
用
L
へ
更
に
、
『
呂
氏
春
秋
』
・
『
管
子
』
を
引
い

て
,
「
蓋
先
壁
末
喜
・
後
寵
苔
華
」
と
云
っ
て
い
る
。
前
引
『
楚
酎
』
に
対
す
る
王
逸
注
に
は
『
蒙
山
国
名
也
へ
言
夏
柴
征
伐
蒙
山
之
国
而
得
妹
喜

也
」
と
あ
る
。
『
国
語
』
音
譜
一
に
へ
「
史
蘇
日
へ
昔
夏
突
伐
布
施
へ
有
施
人
以
妹
善
女
鳶
へ
墜
若
寵
'
於
是
乎
与
伊
ヂ
比
而
亡
夏
」
と
あ
り
へ
葦
注
は

「
有
施
,
喜
姓
之
園
へ
妹
喜
其
女
也
」
と
い
う
。
ま
た
『
呂
氏
春
秋
』
慎
大
賢
に
は
'
「
伊
ダ
奔
夏
三
年
へ
反
報
干
葦
へ
　
日
へ
架
迷
惑
於
末
嬉
'
好
彼
琉

攻
,
不
醜
其
衆
,
衆
志
不
堪
'
上
下
相
疾
'
民
心
積
怨
'
皆
目
上
天
弗
他
へ
夏
命
其
卒
」
と
あ
り
へ
こ
れ
に
対
す
る
高
誘
注
は
'
「
塊
攻
」
を
美
玉
と
し

て
い
る
が
,
『
呂
氏
春
秋
集
揮
』
に
'
畢
玩
が
'
「
親
政
不
但
為
二
玉
名
也
」
と
し
て
染
玉
純
も
「
高
注
殊
未
合
へ
困
畢
紀
聞
二
十
へ
亦
非
之
」
と
云
っ
て

い
る
の
.
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
雷
氏
が
U
紀
年
』
の
記
載
に
よ
っ
て
へ
先
に
末
善
を
愛
し
後
に
畜
華
を
寵
し
た
と
云
い
う
眠
山
と
蒙
山
を
結
び
付

け
る
の
は
許
容
で
き
る
が
'
こ
れ
を
布
施
氏
の
国
だ
と
断
定
す
る
に
は
い
さ
さ
か
疑
義
が
あ
る
。
氏
は
恐
ら
-
『
楚
鮮
』
天
問
の
天
柱
と
『
国
語
』
音
譜

一
の
葦
注
を
結
び
付
け
て
こ
う
解
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
'
『
紀
年
』
　
の
記
載
か
ら
考
え
て
も
う
　
嶋
山
と
有
施
と
は
切
り
離
し
て
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
.
『
呂
氏
春
秋
集
樺
』
慎
大
賢
引
の
梁
玉
縄
も
'
玉
逸
注
「
架
伐
蒙
山
得
妹
嬉
」
を
誤
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
『
管
子
』
軽
重
甲
簾
の
「
女
聾
者
へ
粟

之
所
愛
」
や
『
韓
非
子
』
難
四
の
「
架
索
眠
山
之
女
」
'
ま
た
『
楚
軒
』
天
問
の
「
柴
伐
伐
蒙
山
何
所
得
」
な
ど
ほ
'
末
善
と
関
係
付
け
な
い
方
が
良
い

で
あ
ろ
う
。

な
お
『
史
記
』
夏
本
紀
に
は
末
善
の
こ
と
は
見
え
な
い
。

②
蒲
注
は
'
『
晋
書
』
五
行
志
に
「
墜
普
冠
男
子
冠
L
t
『
路
史
』
　
に
　
「
嬉
善
愛
弁
服
帯
剣
」
と
あ
る
の
は
へ
こ
の
『
列
女
倖
』
の
記
載
に
基
づ
い
た
も
の
と

云
う
。
『
北
堂
書
紗
』
巻
二
六
要
牽
引
に
'
「
帯
鋤
伝
宗
冠
」
へ
同
巻
百
二
十
二
に
'
「
夏
架
末
書
へ
美
色
薄
徳
へ
乱
撃
無
道
へ
女
子
行
丈
夫
心
、
帯
剣
伝

冠
」
と
あ
る
。
こ
の
部
分
は
'
恐
ら
く
後
の
「
哲
婦
」
に
関
連
し
て
劉
向
が
創
作
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

③
原
文
「
求
美
人
」
に
対
し
て
'
梁
注
は
『
初
単
記
』
(
巻
十
六
・
雑
学
)
・
『
御
讐
(
第
五
百
六
十
九
)
に
は
「
四
方
美
人
」
に
作
る
と
指
摘
す
る
.
殴

氏
は
'
『
金
裸
子
』
筏
戒
篇
の
「
求
四
方
美
女
'
積
之
後
宮
」
を
掲
げ
て
'
今
本
に
は
「
四
方
」
が
脱
す
る
と
し
て
い
る
。

原
文
「
積
之
於
後
宮
'
収
侶
優
株
儒
押
徒
」
に
対
し
'
梁
注
は
'
『
初
単
記
』
・
『
太
平
御
覚
』
は
「
侶
」
を
「
俳
」
に
作
る
と
描
摘
L
へ
滞
在
は
こ
れ

に
加
え
て
俳
優
件
偏
を
説
明
す
る
に
'
U
~
鮭
記
』
契
記
の
　
「
今
夫
新
楽
'
-
-
姦
声
以
濫
溺
而
不
止
へ
及
優
休
債
擾
雑
子
女
」
を
あ
げ
へ
疏
に
よ
っ
て
へ

俳
優
株
儒
が
さ
る
の
様
に
男
女
の
別
な
-
入
り
乱
れ
て
舞
戯
す
る
こ
と
だ
と
説
明
す
る
。

原
文
「
能
為
奇
偉
戯
者
」
に
つ
い
て
へ
梁
注
は
「
初
単
記
』
・
『
御
堂
』
に
'
「
能
」
を
「
而
」
　
に
作
る
と
指
摘
し
5
　
両
字
通
用
す
る
と
し
て
い
る
。

「
奇
偉
」
に
つ
い
て
へ
蒲
注
は
『
有
子
』
非
相
篇
「
足
以
為
偉
催
邸
之
属
へ
夫
是
之
謂
姦
人
之
雄
」
を
引
い
て
い
る
。

「
脅
し
に
つ
い
て
へ
梁
注
は
『
御
覚
』
が
「
房
」
に
作
る
の
を
指
摘
し
'
欧
氏
は
『
金
模
子
』
が
「
果
之
於
傍
」
に
作
る
の
を
引
い
て
'
「
労
」
・
「
傍
」

は
古
通
で
あ
り
'
「
努
」
・
「
房
」
も
ま
た
通
ず
る
と
し
て
'
こ
れ
を
劉
煤
『
揮
名
』
の
「
房
'
努
也
」
に
よ
っ
て
讃
し
て
い
る
。
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s侍-t'列『

r
.
欄
嘩
」
に
つ
い
て
へ
　
王
注
は
、
そ
の
声
が
流
浪
厳
重
で
あ
る
の
を
云
う
と
説
明
す
る
。
葡
注
は
『
墨
子
』
の
　
「
架
女
楽
三
万
人
'
農
謹
聞
於
衛
」
を

引
い
て
い
る
が
、
こ
の
文
は
『
墨
子
』
に
は
見
あ
た
ら
ず
'
孫
垂
謙
『
墨
子
問
詰
』
は
「
墨
子
供
文
」
と
し
て
'
U
太
平
御
鷺
』
　
引
の
こ
の
一
文
は
『
墨

子
』
の
文
で
は
な
か
ろ
う
と
云
う
。
『
管
子
』
軽
重
甲
に
'
「
昔
老
集
之
時
へ
女
楽
三
万
人
端
諌
農
楽
聞
於
三
衛
」
と
見
え
る
。
(
な
お
耳
御
覧
』
巻
四
百

九
十
三
に
は
「
農
讃
於
端
門
へ
楽
聞
於
三
衛
」
と
あ
る
)

こ
の
あ
た
り
へ
『
初
単
記
』
巻
十
五
雑
事
は
'
『
劉
向
列
女
侍
日
へ
夏
粟
求
四
方
美
人
へ
積
之
後
宮
へ
状
俳
優
件
儒
押
徒
へ
而
為
寄
偉
之
戯
」
と
あ
り
へ

ま
た
へ
　
「
列
女
侍
日
へ
夏
祭
既
棄
礼
儀
へ
　
淫
於
婦
人
へ
求
四
方
美
人
へ
括
之
後
宮
へ
造
欄
痩
之
楽
」
と
あ
る
。

『
御
覚
』
巻
五
百
六
十
九
に
よ
れ
ば
'
「
列
女
俸
日
へ
夏
架
既
奔
礼
儀
へ
　
淫
於
婦
人
へ
　
求
四
方
美
人
へ
　
横
之
後
宮
'
於
俳
優
休
儒
而
為
布
陣
戯
者
へ
取

之
於
房
へ
造
舶
鰻
之
楽
」
と
あ
る
。

F
r
御
覧
』
巻
八
十
二
引
『
帝
王
世
紀
』
に
よ
れ
ば
'
「
帝
梨
淫
虐
有
才
へ
　
力
能
伸
鈎
索
鉄
へ
　
手
相
熊
虎
へ
　
多
求
美
女
へ
　
以
充
後
宮
へ
為
墳
室
堵
台
へ
　
金

柱
三
千
へ
始
以
瓦
為
屋
へ
以
望
雲
雨
へ
大
進
倖
儒
侶
優
'
為
廟
浸
入
楽
'
設
奇
偉
之
戯
'
縦
廉
廉
之
声
へ
　
日
夜
与
妹
喜
及
官
女
飲
酒
へ
常
置
妹
喜
干
膝
上

妹
喜
好
聞
裂
給
之
声
へ
架
為
発
裂
籍
へ
以
順
適
其
意
へ
以
人
駕
車
へ
肉
山
脈
林
へ
以
為
酒
池
'
一
鼓
而
牛
飲
者
三
千
余
人
へ
酔
而
満
水
へ
以
虎
入
市
へ
　
而

観
其
鷺
へ
伊
封
挙
醸
造
巽
へ
諌
日
へ
君
主
不
聴
華
臣
之
言
へ
亡
無
自
失
へ
異
聞
析
然
唖
然
嘆
日
へ
　
子
又
妖
言
臭
'
天
之
有
目
へ
由
吾
之
有
民
へ
　
日
亡
吾
乃

亡
也
へ
両
日
闘
蝕
、
鬼
呼
於
国
'
集
酔
不
宿
'
湯
来
伐
架
へ
以
乙
卯
目
戦
干
鳴
候
之
野
'
集
未
戦
而
敗
績
、
湯
迫
至
大
渉
へ
遂
禽
柴
禽
於
焦
'
放
之
歴
山
へ

乃
与
妹
喜
及
諸
嬰
妾
同
舟
浮
海
へ
奔
干
南
巣
之
山
而
死
」
と
あ
る
。
『
列
女
俸
』
後
の
柴
・
宋
音
説
話
の
展
開
が
う
か
が
え
る
。

④
壬
注
は
′
.
『
韓
詩
外
債
』
(
巻
四
)
　
の
　
「
粟
為
酒
池
へ
可
以
運
舟
へ
糖
郎
足
以
望
十
里
」
を
引
き
へ
牛
飲
と
は
鼻
で
飲
む
こ
と
だ
と
す
る
戎
説
を
引
く
'
藷

注
は
『
韓
詩
外
債
』
に
は
な
お
「
而
牛
飲
者
三
千
人
』
の
1
句
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
'
王
注
は
牛
飲
の
説
明
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
こ
こ

に
誤
ま
っ
て
欠
落
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑤
王
注
は
'
注
④
引
の
『
韓
詩
外
俸
』
の
後
文
を
引
い
て
い
る
。
「
関
龍
逢
進
頭
目
へ
古
之
大
君
へ
身
行
礼
儀
、
愛
民
節
財
へ
故
国
安
而
身
寿
へ
　
今
君
用
財

若
無
窮
へ
殺
人
若
恐
弗
勝
'
君
若
弗
革
へ
天
殊
必
降
へ
而
訣
必
至
臭
へ
君
其
革
之
'
立
而
不
去
朝
へ
架
囚
而
殺
之
へ
君
子
聞
之
日
へ
天
之
命
芙
」
。
再
往

は
『
古
徽
書
』
(
『
論
語
陰
嬉
諏
』
)
よ
り
'
「
龍
連
日
へ
臣
観
君
へ
是
非
菟
也
へ
鼻
危
石
也
へ
臣
観
君
へ
履
非
履
也
へ
履
春
氷
也
へ
未
有
冠
危
石
而
不
圧
'

履
春
氷
而
不
備
へ
巽
歎
日
へ
子
知
我
之
亡
へ
而
不
日
知
亡
、
子
就
胞
熔
之
刑
へ
吾
観
子
亡
へ
子
不
知
我
之
亡
」
と
あ
る
か
引
-
。
な
お
『
新
序
』
巻
七
に

は
'
「
発
為
酒
池
へ
　
足
以
運
舟
糟
丘
足
以
望
千
里
へ
一
鼓
而
牛
飲
者
三
千
人
へ
綿
龍
逢
進
諌
日
へ
為
人
君
へ
身
行
礼
儀
へ
愛
民
節
財
へ
故
国
安
而
身
寿
也
へ

今
君
用
財
へ
若
無
尽
用
人
5
着
恐
不
能
死
へ
不
草
へ
天
禍
必
降
而
訣
必
至
臭
'
君
其
草
之
、
立
而
不
去
朝
'
柴
田
囚
拘
之
へ
　
君
子
聞
之
日
へ
　
末
之
命
英

夫
」
と
見
え
る
。

㊥
蒲
注
は
『
尚
書
犬
侍
』
(
湯
誓
)
　
の
　
「
架
云
'
天
之
有
日
へ
猶
吾
之
有
民
へ
　
日
有
亡
哉
、
日
亡
へ
吾
亦
亡
臭
」
を
引
い
て
い
る
。
な
お
『
尚
書
大
俸
』
に
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『
H
H
U

は
へ
　
こ
の
前
に
「
殿
俸
湯
誓
云
'
夏
人
飲
酒
へ
酔
者
持
不
酔
者
へ
不
酔
者
持
酔
者
へ
相
和
両
歌
日
へ
義
帰
干
茸
t
 
A
/
m
帰
干
竃
へ
董
亦
大
夫
へ
故
伊
野
退
而

間
居
へ
深
聴
歌
声
へ
更
日
へ
覚
今
へ
較
今
へ
吾
大
命
格
今
へ
去
不
善
而
就
善
へ
何
不
楽
今
へ
伊
声
入
告
干
楽
日
へ
大
命
之
亡
有
自
失
へ
突
偶
然
歎
'
唖
然

笑
日
云
々
'
」
　
と
あ
り
へ
　
後
文
に
「
是
以
伊
声
遂
去
夏
適
湯
へ
」
　
と
あ
る
。
前
注
④
引
の
『
帝
王
世
紀
』
と
と
も
に
諌
臣
は
伊
声
と
な
っ
て
い
る
O
　
『
尚

書
』
泰
賓
の
正
義
に
引
く
『
帝
王
世
紀
』
に
は
「
諸
侯
坂
東
'
開
龍
逢
引
皇
国
而
議
へ
突
殺
之
へ
伊
芦
諌
架
へ
架
日
へ
天
之
右
目
へ
如
吾
之
有
民
へ
日
亡
'

吾
乃
亡
臭
へ
」
　
と
見
え
る
。
以
上
こ
れ
ら
に
見
え
る
諌
臣
と
し
て
の
開
龍
達
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
比
重
は
伊
野
に
比
し
て
極
め
て
軽
微
で
あ
り
'

『
韓
詩
外
俸
』
や
『
新
序
』
に
お
い
て
'
諌
臣
と
し
て
の
閥
龍
達
の
存
在
が
特
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
感
が
強
い
。
前
注
①
引
の
『
国
語
』
音

譜
一
に
へ
　
「
妹
喜
-
-
与
伊
声
比
而
亡
夏
へ
」
と
あ
り
'
『
呂
氏
春
秋
』
　
慎
大
覚
に
は
そ
の
間
諜
と
し
て
の
働
き
が
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
へ
そ
の
間
謀

的
性
格
が
嫌
わ
れ
た
結
果
と
し
て
。
開
寵
達
が
悪
の
紺
に
対
す
る
正
義
の
存
在
と
し
て
特
に
登
場
さ
せ
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
列
女
俸
』

な
ど
で
も
諌
臣
と
し
て
の
伊
声
の
役
割
は
開
音
達
と
入
れ
か
え
ら
れ
て
い
る
。
因
み
に
『
呂
氏
春
秋
』
供
大
聖
に
は
「
無
為
無
道
へ
暴
戻
頑
貧
へ
-
-
殺

彼
絹
達
へ
以
服
毒
凶
'
衆
庶
現
況
へ
皆
有
遺
志
へ
-
・
・
・
湯
乃
悌
憾
'
憂
天
下
不
牢
へ
欲
令
伊
ヂ
往
視
嘘
夏
へ
恐
不
信
へ
湯
由
親
日
射
伊
声
へ
伊
ダ
奔
夏
三

年
へ
反
報
干
竃
日
へ
柴
迷
惑
於
末
嬉
'
-
-
-
民
心
積
怨
へ
皆
口
上
天
弗
他
へ
夏
命
其
卒
'
・
-
・
伊
声
又
復
往
視
醸
夏
へ
聴
於
末
嬉
'
末
嬉
吉
日
へ
今
昔

天
子
夢
西
方
有
日
'
粛
方
右
目
へ
両
日
相
与
脚
へ
西
方
日
勝
へ
罪
方
日
不
勝
'
伊
野
以
告
湯
云
々
へ
」
と
あ
る
o
　
伊
声
と
末
嬉
と
の
組
合
せ
が
面
白
い
。

ま
た
『
史
記
』
殿
本
紀
に
は
'
「
伊
野
去
湯
適
夏
へ
晩
醜
有
夏
へ
復
帰
干
竜
云
々
へ
」
　
と
見
え
'
『
孟
子
』
告
子
下
に
も
「
五
就
湯
~
五
就
尭
者
へ
伊
野
也
へ
」

と
あ
る
。
な
お
『
竹
書
紀
年
養
護
』
に
よ
れ
ば
'
「
帝
英
」
の
三
十
年
に
「
殺
大
夫
閥
龍
逢
」
を
あ
げ
へ
　
「
閥
龍
逢
姓
系
未
詳
へ
論
語
諏
註
(
『
論
語
陰
嬉

諏
』
)
以
為
夏
同
姓
'
路
史
謂
董
父
象
龍
氏
之
南
'
其
見
殺
之
事
へ
　
韓
非
子
・
韓
詩
外
俸
・
新
序
・
世
紀
・
博
物
志
・
墳
語
・
符
子
及
諏
経
等
書
へ
箪
言

之
云
々
」
と
云
う
0
以
上
へ
ま
と
ま
っ
た
帝
無
の
説
話
は
'
そ
れ
程
古
い
時
代
に
成
立
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
『
史
記
』
　
に
も
末
善
の
こ
と
が
見

え
ず
'
粟
に
関
す
る
叙
述
も
簡
単
で
あ
る
。
む
し
ろ
『
列
女
侍
』
末
喜
伝
の
成
立
が
柴
王
説
話
に
あ
る
方
向
性
を
与
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
へ
『
帝
王
世

紀
』
は
'
そ
れ
以
前
の
様
々
な
説
話
を
再
整
理
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑦
「
項
室
堵
董
」
に
つ
い
て
'
『
後
漢
書
』
葡
爽
侍
注
引
『
列
女
侍
』
に
は
「
碇
室
堵
董
」
と
見
え
へ
　
『
推
甫
子
』
本
鰹
席
に
も
'
「
為
埴
室
環
董
象
廊
玉
淋
」

と
見
え
へ
注
に
「
埠
輿
石
之
似
玉
以
飾
室
台
也
へ
-
・
・
・
竣
成
旋
'
堵
戎
作
拝
へ
言
室
施
検
閲
可
転
旋
也
へ
台
可
揺
動
へ
極
土
木
之
巧
也
へ
」
と
云
う
。

王
・
発
注
並
び
に
こ
れ
を
指
摘
す
る
。
藷
注
は
『
戸
子
』
(
『
太
平
御
覚
』
巻
八
十
二
引
)
よ
り
「
無
為
尭
宝
塔
壷
」
を
引
-
o
殴
氏
は
'
『
路
史
後
紀
』

十
三
下
に
へ
「
移
産
室
'
崇
園
圏
へ
慣
宮
旋
壷
へ
」
と
あ
り
へ
そ
の
注
に
'
「
量
子
春
秋
云
'
夏
之
哀
也
へ
其
王
発
作
旋
室
　
(
張
紙
l
　
『
貞
子
春
秋
校
注
』

に
は
'
「
作
為
堵
宝
玉
門
へ
」
に
作
る
o
注
に
'
『
文
選
』
甘
泉
賦
の
「
埠
室
」
に
対
す
る
李
善
注
に
「
作
為
堆
室
」
に
作
る
の
を
指
摘
す
る
。
)
へ
商
之
衰

也
'
其
王
肘
傾
官
'
-
-
列
女
侍
へ
旋
重
墳
室
以
臨
雲
雨
'
債
官
へ
造
作
債
反
へ
常
若
歌
候
へ
旋
憂
登
之
転
危
'
常
若
旋
転
へ
所
謂
揺
台
'
世
不
知
作
堵

瑛
者
非
」
と
あ
る
に
依
り
'
『
列
女
停
』
の
こ
の
伝
も
も
と
は
「
旋
室
揺
董
」
に
作
り
し
か
と
云
う
。
し
か
し
こ
の
説
は
う
が
ち
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
な
お
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『
竹
毒
紀
年
』
封
の
九
年
に
'
「
作
頓
室
立
玉
門
」
と
あ
る
。
「
旋
」
・
「
噂
」
通
ず
る
。
『
尚
書
』
舜
典
に
'
「
瑠
璃
玉
衡
」
に
作
り
'
『
史
記
』
辞
書
費

に
'
「
旋
磯
玉
衡
」
に
作
る
。
『
説
文
解
字
』
に
は
「
噂
美
玉
也
へ
埠
糟
或
鉄
旋
省
」
と
あ
る
o

「
臨
雲
雨
」
に
つ
い
て
へ
王
注
は
「
言
其
高
也
へ
」
と
云
う
。
蒲
注
は
『
列
子
』
周
穆
王
篇
の
'
「
化
人
之
官
へ
　
構
以
金
銀
へ
　
絡
以
珠
玉
へ
　
出
雲
雨
之

上
へ
」
を
引
用
し
て
い
る
。

⑧
蒲
注
は
『
竹
書
紀
年
』
よ
り
'
『
二
十
二
年
へ
商
履
来
朝
命
へ
囚
履
於
夏
重
へ
」
を
引
-
。
「
夏
董
」
に
つ
い
て
へ
『
史
記
』
夏
本
紀
の
『
索
隠
』
に
'
「
獄

名
へ
夏
日
均
葦
へ
皇
甫
寧
石
、
地
在
陽
輿
是
也
」
と
あ
る
。
『
左
俸
』
昭
四
(
「
夏
啓
有
釣
真
之
享
」
)
の
杜
注
に
'
「
河
南
陽
窄
県
へ
南
有
釣
豪
放
」
と

A.CるrJな
お
蛇
足
な
が
ら
へ
『
路
史
後
紀
』
巻
十
四
に
は
'
「
架
怒
'
以
談
臣
適
薬
計
へ
召
而
囚
之
均
華
石
々
」
と
見
え
る
。
梁
玉
純
(
『
史
記
志
疑
』
巻
二
)

は
'
『
史
記
』
亀
策
列
侍
(
緒
少
孫
補
)
「
突
有
訳
臣
へ
名
日
通
梁
へ
教
為
無
道
へ
勧
以
貧
狼
へ
栗
源
夏
重
へ
」
と
あ
る
の
は
史
の
欠
を
補
な
う
も
の
で
あ

る
と
す
る
。
し
か
し
銀
大
折
(
『
二
十
二
年
史
考
異
』
巻
五
)
は
'
「
免
策
侍
」
の
こ
の
条
に
つ
い
て
へ
「
本
紀
」
に
こ
の
こ
と
は
見
え
な
い
と
の
み
述
べ
へ

郭
嵩
惑
(
『
史
記
札
記
』
巻
五
下
)
は
'
「
伝
記
皆
無
徴
へ
蓋
周
秦
間
異
聞
見
於
著
録
者
へ
其
如
屈
原
天
間
」
と
云
う
0

㊥
「
鳴
候
」
に
つ
い
て
へ
王
注
は
'
『
太
平
御
覚
』
三
百
十
三
(
兵
部
四
十
四
)
引
(
「
湯
受
命
而
伐
柴
へ
戦
干
鳴
候
へ
粟
師
不
戦
へ
湯
遂
放
柴
へ
与
末
嬉
嬰

妾
同
舟
浮
海
'
死
於
南
巣
之
山
へ
」
)
の
注
(
曹
大
家
注
と
云
う
)
の
「
鳴
候
へ
南
夷
地
名
」
を
引
き
へ
『
史
記
集
解
』
引
の
鄭
注
ほ
曹
注
に
同
じ
で
あ
る

と
云
う
。
因
み
に
へ
同
『
集
解
』
に
は
'
「
孔
安
国
日
'
地
在
安
邑
之
西
へ
鄭
玄
日
へ
南
夷
地
名
へ
」
と
あ
る
。
『
竹
書
紀
年
義
讃
』
(
巻
十
)
は
「
鳴
候
へ

在
今
陳
留
県
西
北
へ
与
許
之
昆
吾
接
墾
夏
邑
在
旧
許
之
西
数
十
里
へ
故
太
平
御
覚
八
十
二
巻
引
許
慎
港
南
子
注
云
、
鳴
俵
在
今
陳
留
平
邸
へ
即
尚
書
正

義
所
称
へ
陳
留
平
邸
有
鳴
候
亭
者
も
是
也
'
蓋
湯
日
柄
西
行
'
以
堅
整
巴
へ
昆
吾
与
架
'
皆
出
師
逆
之
云
々
」
と
い
う
。
『
尚
書
』
湯
誓
序
に
は
'
「
伊
労

相
湯
'
伐
異
升
日
興
遂
与
架
戦
干
鳴
候
之
野
」
と
あ
る
。
な
お
戦
闘
の
経
過
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
(
後
柱
㊥
)

⑲
梁
注
は
'
「
賢
妾
」
に
つ
い
て
へ
「
要
妾
不
必
実
指
其
人
」
と
云
う
。

⑪
「
流
於
海
」
に
つ
い
て
へ
王
注
は
『
准
南
子
』
(
出
所
不
詳
)
が
「
同
舟
浮
江
」
と
作
る
に
よ
っ
て
'
「
流
於
海
」
は
誤
り
と
断
じ
へ
梁
注
は
『
御
覧
』
　
(
巻

三
百
十
三
引
『
列
女
侍
』
)
は
「
浮
海
」
に
作
り
へ
『
史
記
』
夏
本
紀
の
『
正
義
』
に
引
-
『
准
南
子
』
は
「
江
」
に
作
る
と
す
る
。
「
浮
」
・
「
流
」
通
ず

る
L
へ
『
御
覧
』
巻
八
十
二
引
『
帝
王
世
紀
』
の
よ
う
に
　
「
浮
海
」
に
作
る
も
の
も
あ
り
'
特
に
誤
り
と
指
適
す
る
程
の
事
柄
で
は
な
い
。
蒲
注
は
『
御

覧
』
(
巻
八
十
三
)
の
『
尚
書
犬
侍
』
を
引
用
し
て
い
る
が
へ
こ
の
中
に
見
え
る
「
吾
間
へ
海
外
有
人
、
与
五
百
人
供
去
」
が
,
本
文
の
「
流
於
海
云
々
」

に
関
連
あ
り
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
。

㊥
尭
王
と
湯
玉
の
合
戦
の
斯
末
は
'
講
書
様
々
に
記
述
さ
れ
る
。
『
史
記
』
股
本
紀
に
よ
れ
ば
'
「
尭
敗
於
有
嫉
之
虚
へ
尭
簿
於
鳴
憶
へ
夏
師
敗
績
'
湯
遂
伐

三
巣
」
と
あ
り
へ
『
尚
書
』
序
に
「
夏
師
敗
績
へ
湯
遂
従
之
'
遂
伐
三
順
」
と
見
え
る
。
『
竹
書
紀
年
』
は
「
戦
干
場
懐
へ
夏
師
敗
軍
架
出
奔
三
腰
へ
商
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師
征
三
腫
'
戦
干
郎
'
獲
子
焦
門
へ
放
之
干
南
農
へ
」
と
戦
の
あ
と
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
が
'
『
史
記
』
の
記
載
で
'
「
鳴
俵
」
の
地
に
の
み
ス
ポ
ッ
ト

ラ
イ
ト
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
と
か
な
り
性
格
を
異
に
す
る
も
の
と
云
え
る
。
夏
本
紀
で
は
「
湯
遂
率
兵
以
伐
夏
粟
へ
架
走
鴨
僕
へ
遂
放
而
死
」
と
あ
る

の
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
『
紀
年
』
に
見
え
る
よ
う
に
'
鳴
候
で
敗
れ
た
架
は
焦
門
で
獲
え
ら
れ
、
両
県
に
放
せ
ら
れ
た
と
い
う
敗
者
流
浪
の
過
程
を
示
し

た
も
の
と
し
て
は
'
時
代
は
下
る
が
'
『
帝
王
世
紀
』
(
御
覧
』
八
十
二
引
)
が
注
目
さ
れ
る
。
即
ち
「
以
乙
卯
日
へ
戦
干
鳴
傑
之
野
へ
俵
未
戦
而
敗
績
へ

湯
迫
至
大
沙
'
遂
禽
集
於
焦
'
放
之
歴
山
'
乃
与
妹
善
及
諸
嬰
妾
同
舟
浮
海
へ
奔
干
帝
展
之
山
而
死
へ
」
　
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
'
鳴
候
1
大
渉
1
焦
l
歴

山
1
南
島
之
山
な
ど
の
地
名
が
詳
細
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
。
『
呂
覧
』
慎
大
覧
に
よ
れ
は
「
政
令
師
従
昇
方
出
於
国
酉
以
進
'
未
接
刃
而
発
走
へ
　
逐
之
至

大
沙
」
と
あ
る
か
ら
'
「
大
渉
」
は
「
大
沙
」
で
あ
ろ
う
が
'
呂
調
陽
(
『
集
樺
』
引
)
が
「
大
沙
即
南
愚
也
へ
」
と
云
う
の
は
骨
足
し
難
い
O
『
帝
王
世
紀
』

の
記
載
に
関
し
て
は
'
『
准
南
子
』
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
傭
務
篇
に
は
「
乃
整
兵
鳴
俵
へ
困
夏
南
巣
へ
誰
以
其
過
へ
放
之
歴
山
」
と
見
え
へ
『
史
記
』

夏
本
紀
正
義
引
『
准
南
子
』
に
は
「
湯
放
無
於
歴
山
へ
与
妹
喜
同
舟
浮
江
へ
奔
南
巣
之
山
而
死
」
と
あ
り
へ
主
術
篇
に
は
'
「
湯
革
車
三
百
乗
へ
困
之
鳴

候
へ
檎
之
焦
門
」
あ
る
。
と
『
帝
王
世
紀
』
の
「
焦
」
は
『
准
南
子
』
や
『
紀
年
』
に
見
え
る
「
焦
門
」
で
あ
ろ
う
。
荘
達
吉
(
主
術
篇
　
『
集
樺
』
)
　
は

「
焦
」
「
免
」
古
宇
通
ず
る
と
注
し
て
い
る
.
『
呂
覧
』
簡
選
嘉
に
は
'
「
殿
湯
艮
車
七
十
乗
へ
必
死
六
千
人
へ
以
戊
子
戦
於
邸
へ
遂
禽
推
移
大
蟻
へ
登
自
鳴

候
へ
　
乃
人
数
門
へ
遂
有
夏
へ
真
既
奔
走
」
と
あ
り
へ
　
正
し
く
「
簸
門
」
と
す
る
。
ま
た
以
上
の
詔
書
と
性
格
の
異
な
る
も
の
と
し
て
'
先
ず
『
有
子
』
解

篇
の
「
突
死
於
亭
山
」
が
あ
る
。
楊
注
は
'
亭
山
は
南
農
の
山
と
す
る
が
'
王
念
孫
は
板
柾
の
指
摘
す
る
「
或
本
作
南
山
」
に
も
と
ず
き
'
「
南
」
「
歴
」

は
古
宇
通
ず
る
と
し
へ
　
こ
れ
は
「
登
山
」
即
ち
「
歴
陽
の
山
」
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
前
引
『
准
南
子
』
僑
務
笛
に
も
「
歴
山
」
の
名
が
見
え
へ
　
『
御
覧
』

八
十
三
引
『
戸
子
』
に
も
'
「
集
放
於
歴
山
」
と
あ
る
か
ら
'
明
解
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
が
'
『
紀
年
』
成
湯
の
頃
に
は
'
「
夏
発
卒
干
亭
山
」
　
と
見
え
へ

「
義
謹
」
で
は
逆
に
'
『
葡
子
』
を
引
用
し
て
楊
注
を
是
と
し
へ
『
世
紀
』
の
「
南
展
之
山
」
を
傍
鐙
と
し
て
'
今
の
慮
州
巣
県
の
臥
牛
山
こ
そ
が
こ
の
亭
山

で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
諸
説
様
々
で
今
の
と
こ
ろ
い
ず
れ
が
是
と
も
断
じ
難
い
が
へ
梨
を
悪
王
の
典
型
と
し
て
記
述
す
る
l
方
的
な
思
想
傾
向
に
圧
さ

れ
'
或
い
は
存
在
し
た
か
も
知
れ
な
い
架
に
対
す
る
む
し
ろ
好
意
的
な
史
料
は
'
駆
逐
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
固
有
名
詞
の
多
様
さ
が
逆

に
こ
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
'
様
々
な
史
料
を
'
定
ま
っ
た
型
に
置
き
換
え
る
際
の
'
各
書
に
お
け
る
固
有
名
詞
使
用
の
混

乱
に
'
我
々
は
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
へ
　
い
ず
れ
が
是
で
あ
る
と
安
易
に
断
定
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
無
意
味
と
思
わ

れ
る
。
真
に
関
す
る
歴
史
事
実
が
何
で
あ
る
か
よ
り
も
'
彼
に
関
す
る
記
述
が
歴
史
上
ど
ん
な
運
命
を
た
ど
っ
た
か
を
想
像
す
る
方
に
こ
そ
む
し
ろ
大
き

な
興
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
『
山
海
経
』
大
荒
西
経
に
は
、
「
成
湯
伐
夏
発
干
草
山
へ
克
之
へ
」
と
あ
り
'
『
墨
子
』
三
拝
篇
に
は
「
湯
於
梨
於
大
水
」
と
あ

る
。
「
大
水
」
は
海
・
江
を
連
想
さ
せ
る
が
'
「
大
渉
」
・
「
大
沙
」
な
ど
と
も
関
連
を
持
ち
そ
う
で
あ
る
。
『
准
南
子
』
本
鰹
篇
に
は
'
「
於
是
湯
乃
以
単

車
三
百
乗
へ
伐
集
於
南
農
へ
放
之
夏
重
へ
」
と
あ
る
。
前
引
「
主
術
篇
」
に
輝
似
す
る
が
'
「
夏
董
」
は
他
書
に
見
え
ぬ
名
で
あ
る
。
た
だ
　
『
御
覧
』
　
引

(
八
十
二
)
『
戸
子
』
に
は
'
「
於
是
湯
以
単
車
三
百
乗
'
伐
干
南
巣
'
収
之
夏
宮
」
と
見
え
る
・
.
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以
上
の
記
述
と
は
い
さ
さ
か
形
式
を
異
に
し
て
架
の
流
浪
を
記
述
す
る
も
の
に
『
逸
周
書
』
殿
祝
解
が
あ
る
。
即
ち
「
架
与
其
属
五
百
人
、
南
従
千
里
へ

止
於
不
幣
へ
民
往
奔
湯
於
中
野
　
-
　
架
与
其
属
五
百
人
徒
於
魯
'
魯
士
民
復
奔
湯
へ
柴
又
日
へ
国
君
之
有
也
へ
吾
則
外
人
有
言
へ
　
-
　
梨
与
其
属
五
百
人

去
、
湯
放
発
へ
」
と
あ
る
.
こ
れ
と
疑
似
の
も
の
は
　
『
御
覧
』
　
八
十
三
引
『
尚
書
犬
侍
』
の
「
湯
放
架
干
中
野
へ
士
民
皆
奔
湯
へ
架
与
其
属
五
百
人
へ
南

徒
千
里
へ
止
於
不
狩
へ
不
啓
士
民
往
奔
湯
'
巽
与
其
属
五
百
人
へ
徒
於
魯
'
魯
士
民
復
奔
湯
へ
架
日
'
国
君
之
有
也
へ
吾
聞
海
外
有
人
へ
与
五
百
人
供

去
'
」
で
あ
る
。

㊥
『
毛
詩
』
大
雅
・
蕩
・
階
印
に
'
「
哲
夫
成
城
へ
膏
婦
傾
城
へ
鍵
豚
哲
婦
へ
為
最
為
朝
へ
婦
有
長
舌
'
維
腐
之
階
へ
乱
匪
降
自
天
へ
生
自
婦
人
、
匪
教
匪
話
へ

時
維
婦
寺
」
と
あ
る
。
な
お
へ
　
「
婦
有
」
以
下
二
旬
ず
つ
が
'
下
の
「
晋
戯
椴
姫
」
・
「
魯
桓
文
責
」
・
「
斉
憲
聾
姫
」
　
の
各
伝
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

「
夏
無
末
喜
」
と
次
の
「
股
紺
姐
己
」
と
は
説
話
の
形
式
が
良
-
似
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
前
述
(
注
①
・
㊥
)
　
の
如
く
'
末
善
の
こ
と
は
『
史
記
』

夏
本
紀
は
と
り
あ
げ
て
い
な
い
。
「
殿
糾
姐
己
」
の
説
話
が
'
『
史
記
』
殿
本
紀
の
記
載
に
そ
の
多
-
を
依
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
末
喜
の
伝
成
立

定
着
に
'
次
の
「
殿
尉
娯
己
」
の
説
話
形
式
が
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

二
へ
　
敵
対
の
姐
己

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

姐
己
は
、
般
肘
の
妃
な
り
。
肘
に
嬰
幸
せ
ら
る
。
肘
　
材
力
人
に
過
ぎ
へ
猛
獣
を
手
絡
す
。
智
は
以
て
諌
め
を
拒
む
に
足
り
'
癖
は
以

せ
い

て
非
を
飾
る
に
足
る
。
人
臣
に
衿
る
に
能
を
以
て
L
t
　
天
下
に
高
ぶ
る
に
声
を
以
て
す
。
以
為
ら
-
'
人
皆
己
の
下
に
出
ず
と
。
酒
を
好

ふ

け

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑧

み
楽
に
淫
り
て
'
姐
己
を
離
さ
ず
。
姐
己
の
誉
む
る
所
は
之
を
貴
び
'
姐
己
の
憎
む
所
は
之
を
課
す
。
新
津
の
声
・
北
都
の
舞
・
廉
廉
の

◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
ご
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

楽
を
作
る
。
珍
物
を
収
め
て
'
之
を
後
宮
に
積
み
へ
　
訣
臣
・
軍
女
成
く
欲
す
る
所
を
獲
。
糖
を
積
み
て
邸
と
為
し
'
酒
を
流
き
て
池
と
為

⑥

し
'
肉
を
県
け
て
林
と
為
し
'
人
を
し
て
裸
形
に
て
其
の
問
に
相
逐
は
使
め
て
'
長
夜
の
飲
を
為
す
。
姐
己
　
之
を
好
む
。
百
姓
　
怨
望

◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

L
へ
諸
侯
　
畔
く
者
有
り
。
肘
　
乃
ち
胞
格
の
法
を
為
る
。
銅
柱
に
膏
ぬ
り
'
之
を
炭
に
加
へ
'
罪
有
る
者
を
し
て
其
の
上
を
行
か
令

⑨

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑳

む
。
軌
ち
炭
中
に
墜
つ
。
姐
己
乃
ち
笑
ふ
。
比
干
　
諌
め
て
日
-
'
先
王
の
典
法
を
修
め
ず
し
て
'
而
も
婦
言
を
用
ふ
。
禍
の
至
る
こ
と

日
無
か
ら
ん
と
。
肘
　
怒
り
て
以
て
妖
言
と
為
す
。
姐
己
日
く
'
吾
聞
く
'
聖
人
の
心
に
七
寮
有
り
と
。
是
に
於
い
て
へ
心
を
剖
き
て
之
を

⑳

　

　

　

　

㊥

　

　

　

　

　

　

⑱

観
る
。
箕
子
を
囚
ふ
。
徴
子
は
之
を
去
る
。
武
壬
　
遂
に
命
を
受
け
へ
師
を
興
し
て
肘
を
伐
つ
。
牧
野
に
戦
ふ
。
肘
の
師
　
倒
曳
す
。
肘



0

㊥

　

　

　

　

　

　

　

㊥

乃
ち
度
量
に
登
り
へ
宝
玉
の
衣
を
衣
て
自
殺
す
。
是
に
於
て
'
武
王
　
遂
に
天
の
罰
を
致
す
。
姐
己
の
頭
を
斬
り
て
'
小
白
旗
に
県
く
。

⑱

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ

　

　

　

⑳

以
て
肘
を
亡
せ
る
者
は
是
の
女
と
為
す
な
り
。
書
に
日
-
'
牝
難
　
農
す
る
無
し
。
牝
難
の
農
す
る
は
'
惟
れ
家
の
索
-
る
な
り
と
。
詩

に
云
ふ
'
君
子
　
盗
を
信
ず
。
乱
　
是
を
用
て
暴
な
り
。
其
の

頭
に
日
-
'
姐
己
　
肘
に
配
し
'
惑
乱
　
走
れ
修
む
。
肘

り
。
遂
に
牧
野
に
敗
れ
へ
商
を
反
し
て
周
と
為
す
。

⑳

共
を
止
む
る
の
み
に
匪
ず
。
維
れ
壬
の
邦
な
り
と
。
此
の
謂
な
り
。

既
に
無
道
へ
　
又
　
重
ね
て
相
謬
ま
る
。
抱
衆
を
指
笑
L
へ
諌
士
は
到
囚
た

>
^
f

見t読解び
蝣
M

釈荏俸質壁』侍女列
=
H
U

〔注〕

①
王
注
は
「
姐
己
へ
或
作
坦
朗
」
と
云
う
。
『
説
文
』
の
「
改
」
に
'
「
女
字
也
」
と
あ
り
へ
『
玉
篇
』
女
部
の
「
朗
」
に
'
「
書
紀
へ
姐
朗
へ
」
と
あ
る
。

梁
注
は
'
『
御
覧
』
・
『
北
堂
書
紗
』
に
'
『
列
女
俸
』
の
異
文
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
へ
こ
の
伝
の
供
文
で
あ
る
と
す
る
。
『
御
党
』
(
巻
百
三
十
五
)

皇
親
部
の
肘
妃
の
項
引
『
列
女
俸
』
に
'
「
姐
己
者
殿
耐
乏
妃
也
へ
肘
伐
有
蘇
'
有
蘇
女
以
姐
己
へ
美
而
弁
へ
用
心
邪
僻
へ
脊
比
於
体
'
戚
施
於
貌
'
相

好
酒
淫
楽
へ
不
離
姐
己
へ
所
誉
者
貴
之
へ
所
憎
老
訣
之
へ
」
と
あ
る
。
『
北
生
害
紗
』
(
巻
二
十
六
・
后
妃
部
・
嬰
襲
)
に
は
'
「
有
寵
騎
妬
'
矧
心
矧
矧
へ

候
謡
邪
姉
へ
恢
貌
惟
妖
'
版
行
惟
軌
へ
所
与
貴
之
'
所
憎
訣
之
へ
美
好
へ
辞
弁
'
興
於
姦
軌
へ
柄
嫡
不
順
へ
嫉
妬
後
宮
へ
王
与
同
乗
へ
帝
方
対
我
飲
'
酔

飽
沈
滴
へ
噂
泣
不
食
へ
帯
剣
へ
伝
宗
冠
へ
噂
酒
淫
遊
'
」
と
あ
り
へ
「
並
列
女
侍
」
と
注
す
る
。
梁
注
は
ー
線
部
を
指
摘
し
て
い
る
が
'
「
俵
諮
邪
堀
」
　
の
　
l

句
は
巻
八
更
姶
夫
人
の
伝
に
見
え
る
。
な
お
梁
注
は
『
御
覚
』
引
の
文
を
指
摘
し
た
後
に
へ
『
史
記
』
更
生
列
俸
(
「
脊
老
死
権
今
」
)
の
索
隈
に
引
く
「
曹

大
家
云
'
体
柔
人
之
脊
此
也
」
を
載
せ
る
が
へ
こ
の
1
文
が
伝
の
供
文
と
ど
う
関
連
す
る
の
か
明
確
で
な
い
。
と
こ
ろ
で
『
史
記
索
隠
』
は
「
接
線
鳥
舎

人
注
爾
雅
云
'
脊
艦
へ
卑
身
属
己
也
へ
」
の
後
に
曹
大
家
の
説
を
引
い
て
い
る
。
因
み
に
『
爾
雅
』
群
訓
に
は
'
「
奪
批
体
柔
也
へ
」
と
あ
る
。

『
御
党
』
や
『
北
堂
書
妙
』
に
見
え
る
様
な
l
文
が
古
本
の
『
列
女
俸
』
に
も
見
え
て
い
た
と
い
う
推
定
は
興
味
深
い
。
夏
柴
末
喜
伝
に
依
れ
ば
'
初

に
末
喜
に
つ
い
て
「
美
於
色
云
々
」
と
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
に
対
応
し
て
へ
　
こ
の
伝
の
初
に
「
美
而
弁
云
々
」
と
い
う
姐
己
に
つ
い
て
の
説
明
が

有
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
は
ご
-
自
然
で
あ
る
。
た
だ
下
文
と
の
関
連
で
こ
の
場
合
気
に
な
る
の
は
'
以
下
に
統
-
肘
の
性
情
と
行
動
を
説
明
す
る
「
肘

材
力
過
大
　
-
　
以
為
人
皆
出
己
之
下
へ
」
の
三
十
七
字
で
あ
る
。
前
後
の
伝
の
例
に
依
っ
て
見
て
も
'
女
性
の
悪
を
強
調
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
の

撃
嬰
俸
に
お
い
て
、
女
性
の
影
響
力
に
牽
引
さ
れ
る
男
性
の
弱
さ
に
つ
い
て
説
明
・
描
写
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
う
男
性
の
知
力
の
過
剰
な
発
現
が
暴
挙

を
引
起
こ
す
結
果
に
至
る
こ
と
を
露
わ
に
す
る
様
な
抑
写
は
'
む
し
ろ
除
外
す
る
の
が
例
で
あ
る
。
も
し
へ
『
御
覚
』
に
見
え
る
姐
己
の
7
文
が
'
古
本



)臼
兄t読解び及釈注悼'ォ<睦

丁
』鰭女刺『

で
は
こ
の
伝
に
存
在
し
た
と
し
て
、
し
か
も
現
本
に
見
え
る
「
糾
材
力
云
々
」
の
1
文
も
や
は
り
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
と
問
題
が
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
と
す
る
と
へ
姐
己
の
悪
と
約
の
悪
が
こ
こ
で
は
対
等
に
扱
わ
れ
、
両
者
の
力
が
相
乗
し
て
暴
挙
を
招
い
た
こ
と
を
語
る
結
果
に
な
り
'
姐
己
の
悪
に
つ

い
て
の
読
者
に
対
す
る
説
得
力
は
弱
埠
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
'
『
御
覚
』
引
に
見
え
る
様
な
一
文
が
欠
落
し
て

い
た
た
め
へ
補
う
に
依
り
所
な
く
或
は
古
本
の
意
図
を
考
察
せ
ず
に
故
意
に
'
坦
己
の
部
分
を
削
除
し
て
'
後
人
が
『
史
記
』
股
本
紀
に
よ
り
肘
に
関

す
る
描
写
の
部
分
を
こ
こ
に
あ
て
は
埼
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
肘
に
関
す
る
こ
の
部
分
は
『
史
記
』
の
文
と
全
く
同
l
で
あ
る
。
強
い

て
異
を
指
摘
す
る
と
す
れ
ば
'
『
史
記
』
の
「
軸
足
以
拒
諌
'
言
足
以
飾
非
」
が
'
こ
こ
で
は
「
劉
足
以
距
諌
'
言
足
以
飾
非
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
く

ら
い
で
あ
る
。
以
上
へ
断
定
は
で
き
な
い
が
'
『
御
覚
』
の
一
文
を
供
文
と
考
え
る
時
に
生
ず
る
問
題
を
掲
げ
た
。

『
御
覚
』
引
に
「
附
伐
有
蘇
'
有
蘇
女
以
姐
己
へ
」
と
あ
る
こ
と
に
関
連
し
て
'
『
国
語
』
音
譜
l
に
'
「
般
辛
伐
有
蘇
'
有
蘇
氏
以
姐
己
女
蔦
へ
　
姐
己

有
寵
へ
於
是
乎
'
与
惨
肩
比
而
亡
股
へ
」
と
あ
り
へ
葦
注
に
'
「
有
蘇
己
姓
之
国
」
と
あ
る
。
『
史
記
』
殿
本
紀
の
「
索
隠
」
は
'
「
姐
字
へ
己
姓
也
へ
」
と
云

う
。
な
お
『
竹
書
紀
年
』
帝
辛
の
九
年
に
'
「
王
師
伐
有
蘇
'
獲
姐
己
以
帰
」
と
あ
る
。

②
「
村
材
力
云
々
」
以
下
は
大
略
『
史
記
』
段
本
紀
の
文
と
同
じ
で
あ
る
。
蒲
注
は
'
肘
に
関
し
て
『
葡
子
』
非
相
篇
の
'
「
古
老
架
村
長
巨
妖
美
へ
天
下
之

傑
也
へ
筋
力
越
勤
'
百
人
之
敵
也
へ
」
を
指
摘
し
て
い
る
o

③
『
史
記
』
股
本
紀
で
は
'
「
坦
己
之
言
是
従
へ
」
と
あ
る
。
ま
た
『
尚
書
』
牧
誓
に
'
「
今
商
王
受
惟
婦
言
是
用
へ
　
昏
奔
麟
雄
和
弗
答
へ
　
昏
穿
墜
退
王
父
母

弟
不
通
へ
」
と
あ
る
。

④
『
史
記
』
で
は
'
「
於
是
'
使
師
滑
作
新
壁
戸
・
北
里
之
舞
・
廉
廉
之
楽
へ
」
と
あ
る
。
『
韓
非
子
』
十
過
爺
に
'
「
昔
者
衛
璽
公
将
之
晋
へ
至
濃
水
之
上
,

設
舎
以
宿
へ
夜
分
而
聞
鼓
新
声
者
而
説
之
へ
-
・
・
・
乃
召
師
洞
而
告
之
日
へ
・
・
・
-
子
為
我
聴
而
写
之
へ
師
嘱
目
へ
諾
'
田
静
坐
撫
琴
而
写
之
r
I
遂
宏

之
晋
へ
晋
平
公
暢
之
於
施
夷
之
台
へ
酒
酎
感
公
起
日
へ
有
新
声
へ
聖
和
以
示
'
平
公
日
'
善
へ
乃
召
師
渦
令
坐
師
喋
之
労
へ
援
琴
鼓
之
へ
未
終
'
師
噴
撫

止
之
へ
日
へ
此
亡
国
之
声
へ
不
可
遂
也
へ
-
-
此
師
延
之
所
作
与
肘
為
廉
廉
之
楽
也
へ
及
武
王
伐
肘
へ
師
廷
労
連
へ
至
於
僕
水
而
自
投
'
散
開
此
声
者
,

必
於
湛
水
之
上
へ
先
開
此
声
者
へ
其
国
必
削
'
不
可
遂
'
」
と
あ
る
。
'
染
玉
縄
(
『
史
記
志
疑
』
)
は
'
『
韓
非
子
』
・
『
揮
名
』
(
巻
七
へ
「
墾
稜
へ
此
師
廷

所
作
廉
廉
之
楽
也
へ
後
出
於
桑
間
瀧
上
之
地
。
」
)
・
『
水
経
注
』
(
巻
八
'
済
水
T
「
昔
師
延
為
肘
作
廉
廉
之
楽
o
」
)
・
『
拾
遺
記
』
(
巻
二
「
料
理
於
声

色
へ
乃
拘
師
延
於
陰
官
へ
欲
極
刑
致
云
々
へ
」
)
な
ど
に
依
り
'
「
師
延
」
に
作
る
が
正
し
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
'
『
史
記
』
禦
書
に
も
『
韓
非
子
』

と
同
様
の
説
話
を
載
せ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
へ
梁
氏
は
「
無
毒
」
を
補
な
っ
た
者
が
引
用
し
た
も
の
と
し
て
い
る
.

『
値
記
』
奨
記
に
'
「
桑
間
僕
上
之
音
へ
亡
国
之
音
也
へ
其
政
散
へ
其
民
流
へ
誕
上
行
私
へ
而
不
可
止
也
へ
」
と
あ
り
へ
鄭
注
に
「
湛
水
之
上
'
地
有
桑
間

者
へ
亡
国
之
音
へ
於
此
之
水
出
也
へ
昔
殿
肘
使
師
延
作
廉
廉
之
楽
へ
己
而
自
沈
於
湛
水
'
云
々
」
と
あ
る
。
『
史
記
』
契
書
に
も
同
様
の
文
が
見
え
る
。

『
列
女
俸
』
の
こ
こ
で
「
師
延
」
の
名
が
見
え
な
い
の
は
'
著
者
が
誤
っ
て
「
使
師
延
」
の
三
字
を
落
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
'
む
し
ろ
物
語
を
単
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純
化
す
る
た
め
に
へ
意
識
的
に
省
い
た
と
見
る
方
が
良
い
様
に
思
わ
れ
る
。

⑤
こ
の
辺
り
『
史
記
』
で
は
,
「
厚
賦
税
,
以
実
鹿
董
之
銭
へ
而
盈
鉦
橋
之
粟
へ
益
収
狗
馬
奇
物
'
充
飽
宮
室
'
益
広
沙
丘
苑
童
へ
多
取
野
獣
斐
鳥
置
其
中
へ

慢
於
鬼
神
,
大
東
楽
戯
於
沙
丘
へ
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
鹿
董
」
や
「
鉦
橋
」
の
名
を
掲
げ
ず
'
著
者
独
自
の
簡
略
表
現
が
見
ら
れ
る
。

㊥
『
史
記
』
で
は
前
注
⑤
引
用
の
文
に
,
「
以
酒
為
池
,
県
肉
為
林
へ
使
男
女
傑
形
相
逐
其
問
へ
為
長
夜
之
飲
・
百
姓
怨
望
'
而
諸
侯
有
畔
者
へ
」
と
続
く

『
列
女
俸
』
で
は
「
男
女
」
を
「
人
」
の
一
語
で
ま
と
め
へ
『
史
記
』
に
は
見
え
な
い
「
姐
己
好
之
」
の
一
句
を
捜
入
し
て
い
る
。

⑦
発
注
は
『
尚
書
』
牧
誓
(
「
今
商
王
受
惟
婦
言
是
用
」
)
の
『
正
義
』
引
『
列
女
俸
』
で
は
へ
こ
の
句
の
上
に
「
姐
己
日
へ
罰
軽
訣
薄
へ
威
不
立
耳
へ
」
の

貢
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
,
今
本
は
脱
す
る
と
し
て
い
る
。
因
み
に
『
正
義
』
引
の
全
文
を
掲
げ
る
と
'
「
相
好
酒
淫
楽
へ
不
離
坦
己
へ
姐
己
所
与
富
者

貴
之
,
姐
己
所
憎
者
訣
之
,
為
長
夜
飲
,
姐
己
好
之
、
百
姓
怨
望
,
而
諸
侯
有
坂
考
-
(
前
引
)
-
紺
乃
重
刑
辞
へ
為
胞
熔
之
法
へ
姐
己
乃
笑
へ
武
王

伐
肘
へ
斬
姐
己
頭
へ
懸
之
於
小
白
旗
上
へ
以
為
亡
村
者
此
女
也
へ
」
で
あ
る
。

王
注
は
,
『
史
記
集
解
』
(
「
有
胞
格
之
法
」
)
引
で
は
,
「
姐
己
笑
」
の
下
に
'
「
名
目
胞
格
之
刑
」
の
六
字
が
あ
り
へ
こ
こ
は
脱
す
る
と
指
摘
す
る
が
'

こ
の
ま
ま
の
文
で
こ
の
一
句
を
加
え
る
と
,
「
胞
熔
」
が
二
度
出
て
く
る
か
ら
,
表
現
上
落
ち
つ
か
な
い
。
『
集
解
』
引
に
は
「
膏
銅
柱
へ
下
加
之
炭
へ
令

有
罪
者
行
蔦
,
翫
堕
尿
中
,
坦
己
笑
,
名
目
胞
格
之
刑
,
」
と
あ
る
。
ま
た
『
葡
子
』
璽
ハ
篇
の
「
囚
箕
子
へ
為
胞
格
刑
」
に
対
す
る
暢
椋
注
は
「
列
女

俸
日
,
胞
格
謂
膏
鋼
柱
,
加
之
炭
上
,
令
有
罪
老
行
蔦
へ
蹴
墜
火
中
へ
糾
与
姐
己
大
笑
」
と
す
る
。
今
い
ず
れ
が
是
と
も
断
じ
難
い
。

「
胞
格
」
に
つ
い
て
,
『
史
記
』
は
「
胞
格
」
に
作
り
,
『
索
隠
』
に
二
都
誕
生
云
,
格
妄
開
,
又
云
,
見
蟻
布
銅
斗
'
足
廃
而
死
へ
於
是
為
銅
格
、

炊
炭
其
下
,
便
罪
人
歩
其
上
,
与
列
女
俸
少
異
,
」
と
あ
る
。
王
注
は
こ
れ
に
依
り
,
「
胞
賂
」
に
作
る
を
俗
と
し
へ
「
胞
格
」
に
改
め
て
い
る
。
段
玉
裁
・

慮
文
弱
(
『
銀
山
札
記
』
)
・
王
念
孫
(
『
重
義
志
』
三
)
等
は
「
胞
格
」
に
作
る
が
是
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
滞
在
は
'
『
大
戴
鐙
』
(
保
侍
篇
)
・
『
呂

氏
春
秋
』
(
巻
二
十
三
過
理
篇
)
・
『
准
南
子
』
(
倣
員
縞
)
な
ど
,
み
な
「
胞
賂
」
に
作
り
へ
『
索
隠
』
が
云
う
と
こ
ろ
に
ょ
っ
て
も
、
「
胞
」
に
作
る
が

正
し
い
と
云
う
。
『
大
戴
縫
』
で
は
「
文
王
請
除
胞
賂
之
刑
,
而
段
民
従
」
と
あ
り
へ
『
呂
氏
春
秋
』
に
は
'
「
糟
丘
酒
池
へ
肉
圃
為
格
へ
雛
柱
而
桔
諸
侯
へ

不
適
也
,
刑
鬼
侯
之
女
,
而
取
共
感
,
戟
渉
者
腔
,
而
祝
其
髄
,
殺
梅
伯
,
両
道
文
王
其
酷
へ
不
適
也
へ
文
王
貌
受
'
以
告
諸
供
へ
作
為
埴
室
築
為
頃

入
官
,
剖
争
婦
、
而
観
其
化
,
殺
比
干
,
而
視
其
心
,
」
と
あ
り
,
『
准
南
子
』
で
は
'
「
逮
至
夏
架
殿
附
へ
熔
生
人
へ
幸
諌
者
へ
為
胞
格
、
鋳
金
柱
へ
剖

賢
之
心
'
折
才
士
之
腔
へ
酷
鬼
侯
之
女
へ
範
梅
伯
之
骸
へ
」
と
見
え
る
。

と
こ
ろ
で
,
命
継
(
『
諸
子
平
議
』
巻
二
十
一
)
は
,
「
設
胞
賂
」
の
項
に
お
い
て
'
『
史
記
索
隠
』
や
『
葡
子
』
議
兵
篇
の
楊
椋
注
、
ま
た
『
周
腔
』
牛

人
の
鄭
注
(
互
,
若
今
屠
家
県
肉
格
,
)
等
に
ょ
っ
て
,
段
玉
裁
が
,
「
格
」
は
「
格
」
に
作
る
べ
き
だ
と
す
る
説
は
伝
写
の
誤
を
訂
正
す
る
に
足
る
も
の

と
評
価
し
て
い
る
。
た
だ
「
胞
格
」
に
は
二
義
が
あ
る
よ
う
だ
と
し
へ
　
蒜
へ
『
有
子
』
議
兵
篇
暢
注
引
『
列
女
俸
』
の
「
胞
格
」
の
場
合
の
よ
う
に
'

殊
酪
な
刑
罰
の
意
で
あ
る
。
一
は
,
『
韓
非
子
』
愉
老
篇
に
,
「
昔
者
耐
為
象
箸
,
而
箕
子
怖
t
 
i
-
居
五
年
へ
肘
為
肉
圃
'
設
胞
格
へ
登
糟
邸
へ
臨
酒
池
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尉
遂
以
亡
、
」
と
あ
る
場
合
の
「
胞
格
」
で
、
飲
食
膏
惨
の
事
を
意
味
す
る
も
の
で
、
恐
ら
-
銅
格
を
つ
-
っ
て
火
を
そ
の
下
に
置
き
へ
肉
園
か
ら
肉
を

取
っ
て
来
て
格
の
上
に
置
い
て
焼
い
て
食
べ
た
も
の
と
思
わ
れ
へ
肉
圃
・
糟
丘
・
酒
池
等
と
同
類
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
『
呂
氏
春
秋
』
過
理
篇
に
見
え
る

「
糟
丘
酒
池
内
圃
為
格
」
の
「
格
」
も
「
胞
格
」
で
、
こ
れ
も
胞
肉
の
格
で
あ
り
'
高
諺
の
注
が
「
格
以
銅
為
之
、
布
火
其
下
へ
以
人
置
上
7
人
欄
堕
火

而
死
」
と
し
へ
刑
罰
の
こ
と
と
考
え
て
い
る
の
は
誤
解
で
あ
る
と
云
う
。
こ
の
説
に
依
っ
て
へ
『
韓
非
子
集
解
』
王
発
憤
(
巻
七
・
職
老
第
二
十
一
)
は
、

『
韓
非
子
』
に
も
こ
の
二
義
の
別
が
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
'
「
難
こ
の
「
昔
者
附
為
胞
格
へ
」
へ
「
難
二
」
に
二
度
見
え
る
「
請
解
胞
賂
之
刑
」
へ
「
難
勢
」

の
「
条
約
為
高
台
探
池
以
尽
民
力
へ
為
胞
賂
以
傷
民
性
」
等
は
「
胞
賂
」
を
津
刑
の
意
と
す
る
も
の
で
あ
り
'
「
愉
老
」
篇
の
よ
う
に
　
「
内
閲
」
・
「
相

即
」
・
「
酒
池
」
と
並
言
す
る
場
合
は
飲
食
著
修
の
事
を
云
う
の
だ
と
し
て
い
る
。

以
上
「
胞
賂
」
は
本
来
「
胞
格
」
に
作
る
べ
L
と
す
る
判
断
は
正
し
い
が
'
意
味
と
し
て
は
処
刑
の
面
が
次
第
に
定
着
し
て
'
『
列
女
俸
』
の
筆
者
す

ら
へ
す
で
に
飲
食
の
こ
と
を
意
味
す
る
文
献
も
存
す
る
こ
と
を
考
慮
し
て
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

㊥
梁
注
は
'
『
史
記
集
解
』
引
『
列
女
俸
』
で
は
「
青
銅
柱
へ
下
加
之
炭
へ
」
と
あ
り
へ
『
有
子
』
議
兵
篇
椀
注
引
で
は
'
「
膏
銅
へ
加
之
炭
上
、
」
　
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

㊥
梁
注
は
'
『
史
記
集
解
』
・
『
有
子
』
議
兵
篇
注
各
引
で
は
'
原
文
「
行
其
上
」
は
「
行
蔦
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

⑲
梁
注
は
'
原
文
「
尿
中
」
が
'
『
葡
子
』
注
引
で
は
「
炭
火
」
に
作
る
と
指
摘
す
る
。

㊥
こ
れ
(
比
干
諌
日
)
へ
以
下
へ
『
史
記
』
の
叙
述
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
。
即
ち
『
史
記
』
で
は
'
九
侯
・
都
侯
に
対
す
る
処
置
に
つ
い
て
不
満
の
意
を
抱

-
西
伯
を
囚
え
た
こ
と
'
西
伯
の
臣
が
美
女
・
奇
物
・
善
馬
を
献
じ
て
西
伯
を
赦
し
て
も
ら
う
こ
と
へ
西
伯
が
胞
格
の
刑
を
除
-
よ
う
請
う
た
と
こ
ろ
村

が
こ
れ
を
聞
き
入
れ
る
こ
と
'
肘
が
費
中
や
悪
束
を
用
い
へ
人
民
の
心
が
次
第
に
殿
室
を
離
れ
て
、
西
伯
に
傾
い
て
い
-
こ
と
を
述
べ
た
後
に
'
肘
は
,

比
千
の
諌
め
も
聴
き
入
れ
ず
'
百
姓
か
ら
慕
わ
れ
る
商
容
も
廃
す
る
こ
と
へ
文
王
が
死
し
武
王
が
立
っ
て
'
附
討
伐
の
気
運
を
撃
見
て
い
く
l
方
へ
諌
め

が
聴
き
入
れ
ら
れ
ぬ
徽
子
は
大
師
少
師
と
と
も
に
肘
の
下
を
去
っ
て
い
-
な
ど
の
状
況
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
比
千
日
へ
為
人
臣
者
へ
不
得
不
以
死

争
'
適
強
議
肘
へ
尉
怒
日
へ
吾
間
へ
聖
人
心
有
七
薮
へ
剖
比
干
観
其
心
へ
」
へ
と
続
い
て
い
-
。
『
史
記
』
で
は
'
肘
の
暴
逆
が
つ
の
る
一
方
へ
西
伯
・
武

王
が
次
第
に
人
心
を
つ
か
ん
で
'
討
伐
を
正
義
の
戦
と
し
て
そ
の
条
件
を
形
成
し
て
い
-
様
子
を
丁
寧
に
叙
述
し
て
い
る
が
'
『
列
女
俸
』
で
は
,
も
っ
ぱ

ら
姐
己
の
言
に
惑
う
肘
王
の
姿
が
強
調
さ
れ
る
た
A
P
,
『
史
記
』
の
如
き
へ
肘
と
諸
侯
と
の
間
に
起
る
具
体
的
な
個
々
の
事
件
は
省
略
さ
れ
た
う
え
'
「
吾

間
へ
聖
人
有
七
薮
へ
」
も
'
肘
の
言
で
な
-
娘
己
の
言
と
し
て
示
さ
れ
'
比
千
の
諌
言
そ
の
も
の
も
異
な
っ
て
い
る
.

『
史
記
』
宋
世
家
に
見
え
る
比
千
の
疎
言
も
「
股
本
紀
」
に
略
同
じ
で
あ
る
。
-

『
韓
詩
外
俸
』
巻
四
に
は
'
「
肘
作
胞
格
之
刑
へ
王
子
比
千
日
へ
主
暴
不
譲
へ
非
忠
也
へ
畏
死
不
言
へ
非
勇
也
へ
見
過
即
譲
へ
不
用
即
死
へ
忠
之
至
也
へ

遂
諌
三
日
不
去
朝
へ
肘
囚
而
殺
之
へ
」
と
あ
り
'
『
新
序
』
節
士
篇
に
も
同
様
の
記
載
が
見
え
て
い
る
。
比
干
諌
迫
の
言
葉
は
ま
た
異
な
っ
て
い
る
。
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『
御
党
』
巻
三
七
六
引
『
列
女
俸
』
に
は
'
「
王
子
比
干
諌
'
尉
以
為
妖
言
へ
坦
己
謂
日
へ
吾
聞
聖
人
之
心
有
七
寒
寮
有
九
毛
へ
遂
剖
視
之
へ
」
と
あ

E
S蒲

注
は
,
比
千
を
殺
し
た
こ
と
の
見
え
る
文
献
と
し
て
次
の
様
な
も
の
を
掲
げ
る
。
即
ち
'
『
呂
氏
春
秋
』
巻
五
古
楽
第
の
'
「
諸
侯
去
股
三
洋
へ
両
翼

文
王
,
」
を
先
ず
掲
げ
る
。
高
誘
注
に
は
,
「
三
淫
,
謂
剖
比
干
之
心
,
断
材
士
之
股
、
到
争
婦
之
胎
者
」
と
あ
る
が
'
こ
れ
は
本
文
に
直
接
比
千
の
名
が

見
え
る
出
典
と
は
云
え
な
い
。
と
こ
ろ
で
『
昌
氏
春
秋
集
樺
』
は
'
「
三
淫
」
に
つ
い
て
'
「
先
職
」
篇
の
「
殺
三
不
幸
」
の
高
注
も
こ
こ
と
同
L
J
で
あ
る

が
,
「
三
淫
」
と
「
墾
l
K
・
華
」
と
は
同
じ
こ
と
を
云
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
恐
ら
-
原
文
の
「
三
淫
」
ほ
「
王
受
」
の
誤
り
で
'
「
諸
侯
去
股
王

受
,
両
翼
文
王
」
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
訂
正
の
証
拠
に
な
る
も
の
は
な
い
が
,
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。
同
巻
十
六
「
先
職
」

篇
に
紘
,
「
段
内
史
向
撃
、
見
附
之
愈
乱
迷
惑
也
、
於
是
載
其
図
法
,
出
亡
之
周
,
武
王
大
説
,
以
告
諸
侯
日
へ
商
王
大
乱
へ
沈
干
酒
徳
へ
壁
退
箕
子
へ

宴
近
姑
与
息
,
姐
己
為
政
,
賞
罰
無
力
,
不
用
法
式
,
殺
三
不
華
へ
民
大
不
服
へ
守
法
之
臣
へ
出
奔
周
国
へ
」
と
あ
る
。
ま
た
「
過
理
」
篇
に
も
「
殺
比

干
」
と
見
え
る
が
,
こ
れ
は
前
注
⑦
に
既
に
掲
げ
た
。
次
に
『
韓
非
子
』
難
1
一
意
に
'
「
故
文
王
説
村
へ
而
尉
囚
之
'
巽
侯
衆
へ
鬼
侯
階
へ
比
干
剖
心
'

梅
伯
酷
,
」
と
あ
り
,
「
難
四
」
篇
に
,
「
肘
求
干
之
心
,
而
天
下
離
,
」
と
見
え
,
ま
た
「
人
主
」
篇
に
は
'
「
王
子
比
干
練
肘
へ
而
剖
其
心
へ
」
と
あ
る
。

『
韓
詩
外
値
』
巻
十
に
,
「
昔
股
王
附
残
賊
百
姓
へ
絶
逆
天
道
へ
至
新
朝
渉
へ
利
率
婦
へ
膳
鬼
侯
へ
聴
梅
伯
へ
　
徴
子
去
之
へ
箕
子
執
囚
為
奴
へ
比
干

諌
而
死
,
」
と
あ
る
。
以
上
掲
げ
た
も
の
は
蒲
注
の
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
比
千
の
こ
と
は
『
韓
詩
外
俸
』
に
は
第
二
巻
四
(
二
条
)
・
巻
六
・

巻
七
(
二
条
)
な
ど
に
も
見
え
て
い
る
。
ま
た
藷
注
は
『
韓
非
子
』
難
嘉
も
掲
げ
て
い
る
が
'
「
村
為
胞
格
へ
崇
侯
悪
来
又
日
へ
斬
捗
者
之
腔
也
へ
薬

分
於
耐
乏
誘
,
」
の
部
分
を
そ
れ
と
誤
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
比
千
の
こ
と
は
見
え
な
い
。
こ
の
他
に
関
連
す
る
文
献
と
し
て
'
『
帝
王
世
紀
』
肘
の
五

十
一
年
に
二
王
囚
箕
子
,
殺
王
子
比
干
,
教
子
出
奔
己
と
見
え
る
。
『
有
子
』
儒
整
属
に
'
「
劉
比
千
へ
而
囚
箕
子
へ
」
と
あ
る
。
『
論
語
』
敬
子
籍
に
'

「
徴
子
去
之
,
箕
子
為
之
奴
,
比
干
諌
而
死
'
孔
子
日
へ
殿
有
三
仁
鳶
'
」
と
あ
る
。
『
新
序
』
で
は
巻
七
節
士
篇
に
先
掲
の
説
話
が
見
え
る
他
へ
附
が
比

千
を
殺
し
た
こ
と
は
,
君
に
仕
え
る
士
の
在
り
方
を
説
-
説
話
に
'
開
龍
達
や
伍
子
背
な
ど
と
組
合
わ
せ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
(
「
雑
事
」
・
r
節
士
」

篇
)
。
『
説
苑
』
に
も
,
比
千
は
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
「
立
節
」
・
r
正
諌
」
二
敬
憤
」
・
r
雑
言
」
等
の
篇
に
'
賢
人
・
君
子
を
説
き
へ
忠
を
論

じ
へ
君
主
の
在
り
方
を
述
べ
る
場
合
に
引
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。

㊥
蒲
注
は
'
『
大
戴
整
(
保
停
篇
)
に
'
「
相
殺
王
子
比
千
へ
而
箕
子
被
髪
陽
狂
へ
」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
0

『
史
記
』
股
本
紀
に
は
,
「
剖
比
干
観
其
心
へ
」
に
続
い
て
へ
「
箕
子
健
へ
乃
詳
狂
為
奴
へ
糾
又
囚
之
へ
股
之
大
師
少
師
へ
乃
持
其
祭
楽
器
奔
周
へ
周
武

王
於
走
逐
率
諸
伐
附
,
」
と
あ
る
。
『
列
女
俸
』
で
は
比
干
・
箕
子
・
教
子
の
順
に
事
件
が
陳
ね
ら
れ
る
の
に
'
『
史
記
』
で
は
'
徴
子
・
比
干
・
箕
子
の

臓
に
な
っ
て
い
る
。
「
周
本
紀
」
も
,
教
子
の
こ
と
は
見
え
な
い
が
「
段
本
紀
」
に
同
じ
で
'
「
殺
王
子
比
千
へ
囚
箕
子
へ
大
師
痕
・
少
師
題
へ
抱
楽
器
而

醇
均
し
と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
宋
徴
子
世
家
」
で
は
'
先
ず
へ
肘
が
諌
め
を
聞
き
入
れ
な
い
の
で
'
徴
子
は
附
の
下
を
去
ろ
う
と
す
る
が
決
断
で
き
ぬ
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ま
ま
、
太
師
・
少
師
に
相
談
し
'
彼
ら
の
勧
め
に
よ
っ
て
遂
に
出
国
す
る
。
次
に
箕
子
は
'
「
為
人
臣
諌
不
聴
而
去
'
是
彰
君
之
悪
へ
而
自
説
於
民
へ
吾

不
忍
為
也
へ
」
と
云
っ
て
'
詳
狂
し
て
奴
と
為
る
。
こ
れ
を
見
た
比
千
が
栂
を
諌
め
る
が
'
こ
れ
に
怒
っ
た
肘
は
比
千
を
殺
す
。
こ
れ
に
続
い
て
へ
　
今
本

『
史
記
』
に
は
'
「
教
子
日
」
の
l
文
が
あ
っ
て
'
遂
に
大
師
・
少
師
の
勧
め
で
去
っ
た
と
あ
る
が
'
先
の
「
箕
子
為
奴
」
の
前
に
へ
既
に
　
「
遂
亡
」
　
と

あ
る
の
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
か
ら
'
従
来
こ
の
部
分
は
'
学
者
間
で
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
集
解
』
が
「
似
誤
」
と
す
る
の
に
対
し
'
『
史
記
志

疑
』
は
箕
子
・
比
千
の
部
分
は
追
叙
で
あ
る
と
す
る
.
『
史
記
合
注
考
謹
』
は
'
こ
れ
は
司
馬
遷
が
徴
子
の
心
事
を
推
し
て
云
っ
た
も
の
と
し
な
が
ら
も
へ

張
文
虎
が
'
梁
玉
純
の
説
を
非
と
し
へ
「
般
本
紀
」
に
照
し
て
も
'
徴
子
が
去
っ
た
の
は
比
千
の
事
件
の
前
で
あ
る
か
ら
'
こ
の
部
分
は
'
前
に
移
す
べ

き
で
あ
る
と
す
る
の
を
紹
介
す
る
。
こ
の
部
分
は
'
叙
述
の
上
か
ら
確
か
に
不
安
定
で
は
あ
る
が
'
文
を
移
動
さ
せ
た
り
へ
錯
簡
で
あ
る
と
断
ず
る
に
は

根
拠
薄
弱
で
あ
る
。
発
氏
の
考
え
方
が
む
し
ろ
隠
当
で
は
あ
る
ま
い
か
へ
何
れ
に
し
ろ
三
つ
の
事
件
の
時
間
的
順
序
を
正
確
に
考
定
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。
「
殿
本
紀
」
に
依
れ
ば
'
教
子
が
去
り
'
比
千
が
諌
め
へ
　
箕
子
が
奴
と
な
る
よ
う
に
叙
述
さ
れ
へ
　
「
末
世
家
」
で
'
教
子
の
去
る
を
前
に
し
た
と
こ

ろ
で
へ
順
序
は
、
教
子
・
箕
子
・
比
千
と
並
ぶ
こ
と
に
な
り
'
「
股
本
紀
」
と
全
-
同
じ
順
に
な
る
と
は
云
え
な
-
な
る
か
ら
で
あ
る
。
『
論
語
』
徴
子
篇
で

は
'
教
子
・
繁
子
・
比
千
の
順
に
陳
ね
ら
れ
て
い
る
　
(
前
注
㊥
参
照
)
。
『
葡
子
』
賦
篇
に
は
「
比
干
見
御
'
箕
子
累
へ
」
と
あ
り
へ
　
「
偏
放
」
　
蕊
に
は
'

「
到
比
千
・
両
囚
箕
子
へ
」
と
あ
る
。
ま
た
『
韓
詩
外
俸
』
で
は
巻
十
に
'
「
教
子
・
箕
子
・
比
干
」
の
順
で
記
さ
れ
る
　
(
前
注
⑪
参
照
)
　
の
に
'
巻
六
に

は
'
「
比
干
諌
而
死
・
箕
子
日
へ
知
不
用
而
言
'
愚
也
へ
殺
身
以
彰
君
之
悪
'
不
忠
也
へ
　
二
者
不
可
へ
然
且
為
之
へ
　
不
詳
莫
大
蔦
へ
遂
解
髪
伴
狂
而
去
へ
し

と
あ
る
。
箕
子
が
比
千
を
批
判
す
る
こ
れ
は
へ
　
「
宋
世
家
」
に
お
い
て
は
比
千
が
繁
子
の
論
理
と
行
為
を
批
判
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
'
自
己
の
論
理
を

形
成
し
'
諌
め
て
死
す
る
こ
と
に
臣
と
し
て
処
す
る
道
の
完
成
を
見
た
の
と
ほ
全
く
逆
の
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
臣
の
君
に
仕
え
る
道
を
論
議
す
る
場

合
、
論
者
の
君
臣
観
の
視
点
が
ど
の
様
に
定
時
ら
れ
る
か
に
依
っ
て
へ
　
こ
の
三
人
の
事
件
の
順
序
は
何
如
様
に
も
並
べ
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
へ
徴
子
の
み
は
比
干
・
箕
子
の
前
か
後
に
置
か
れ
る
の
が
普
通
で
'
両
者
の
間
に
置
か
れ
る
組
合
せ
は
な
い
。
比
干
・
箕
子
の
論
理
と
行
為
に
は
'
密

接
な
関
連
性
が
持
た
さ
れ
て
い
る
.
こ
れ
に
対
し
教
子
は
両
者
の
前
か
後
に
置
か
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
の
み
へ
そ
の
臣
と
し
て
の
論
理
と
行
為
の
意
味
が

明
確
に
な
る
の
で
あ
り
へ
そ
れ
故
に
こ
そ
へ
比
干
・
箕
子
の
臣
と
し
て
の
激
し
-
厳
し
い
処
し
方
の
様
相
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
-

肘
王
を
巡
る
こ
の
三
つ
の
事
件
は
そ
の
時
間
的
順
序
よ
り
も
'
各
々
の
臣
と
し
て
の
論
理
と
行
為
の
方
が
重
視
さ
れ
た
結
果
へ
様
々
な
組
合
せ
が
各
論
者

に
依
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
司
馬
遷
自
身
も
'
こ
れ
ら
を
時
間
的
経
過
に
従
っ
て
正
確
に
陳
ね
る
こ
と
を
考
え
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ

る
。
『
列
女
俸
』
の
筆
者
は
'
比
干
・
箕
子
・
徴
子
の
順
に
陳
ね
て
い
る
。
教
子
を
最
後
に
置
く
点
で
は
'
「
宋
世
家
」
に
一
致
す
る
が
'
比
干
・
箕
子
の

順
序
は
む
し
ろ
「
殿
本
紀
」
に
一
致
し
て
い
る
。
恐
ら
く
時
肝
的
順
序
を
厳
密
に
考
察
し
た
結
果
と
云
う
よ
り
も
'
単
に
附
の
暴
逆
に
処
す
る
臣
の
三
つ

の
型
を
示
す
こ
と
に
留
意
し
た
為
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
新
序
』
や
『
説
苑
』
に
は
比
千
を
度
々
取
上
げ
る
が
'
他
の
二
子
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
評

を
加
え
て
い
な
い
。
『
列
女
俸
』
で
も
'
死
を
庸
し
た
比
千
に
対
す
る
関
心
が
一
番
強
い
の
は
'
劉
向
の
君
臣
な
い
し
は
忠
観
の
一
つ
の
傾
向
を
示
す
も
の
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'
『
史
記
』
に
'
「
大
師
・
少
師
」
と
あ
り
へ
特
に
「
周
本
紀
」
で
は
「
大
師
痕
・
少
師
彊
」
と
あ
っ
て
'
各
々
楽
官
と
考
え
て
い
る

が
'
『
尚
書
』
教
子
篇
の
「
父
師
・
少
師
」
に
対
し
て
'
孔
安
国
・
察
沈
は
共
に
'
箕
子
・
比
千
を
こ
れ
に
あ
て
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
義
論
も
あ

る
が
'
『
列
女
停
』
と
直
接
関
係
な
い
の
で
'
今
省
略
す
る
。

㊥
教
子
・
繁
子
・
比
千
と
肘
の
関
係
に
つ
い
て
へ
『
左
俸
』
哀
公
九
年
の
侍
に
'
「
敬
子
啓
へ
帝
乙
之
元
子
也
」
と
あ
り
へ
『
呂
氏
春
秋
』
常
務
篇
に
'
「
耐
乏

同
母
三
人
へ
其
長
日
徴
子
啓
'
其
次
日
中
術
へ
其
次
日
受
徳
'
受
徳
乃
肘
也
へ
」
と
あ
る
が
'
『
史
記
』
股
本
紀
で
は
'
「
帝
乙
長
子
日
徴
子
啓
へ
啓
母
槙
へ

不
得
嗣
'
少
子
辛
へ
辛
母
正
后
へ
辛
為
嗣
'
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
依
れ
ば
'
教
子
と
肘
と
は
異
母
兄
弟
と
な
る
。
ま
た
へ
「
宋
世
家
」
で
は
'
「
教
子
開
者
へ

殿
帝
乙
之
首
子
へ
而
耐
乏
庶
兄
也
t
L
と
あ
る
。
『
索
隠
』
は
『
呂
氏
春
秋
』
に
依
っ
て
へ
教
子
啓
を
生
ん
だ
時
へ
母
は
ま
だ
正
后
と
な
っ
て
居
ら
ず
'
村
を

生
ん
だ
時
'
母
は
正
后
と
な
っ
て
居
た
か
ら
へ
啓
は
年
上
で
も
庶
'
村
は
年
下
で
も
楠
と
な
っ
た
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
『
孟
子
』
告
子
上
篇
に
は
'
「
以

肘
為
兄
之
子
へ
且
以
為
君
へ
而
有
敬
子
啓
・
王
子
比
千
へ
」
と
あ
る
か
ら
'
こ
れ
に
依
れ
ば
'
徴
子
は
肘
の
諸
父
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
論
語
』
徴
子
篇

(
前
注
㊥
)
で
馬
融
は
'
徽
子
は
肘
の
庶
兄
へ
箕
子
・
比
千
は
肘
の
諸
父
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
箕
子
に
つ
い
て
も
'
『
港
南
子
』
主
術
篇
「
解
箕

子
之
囚
」
の
高
誘
注
は
「
箕
子
糾
之
庶
兄
」
と
云
い
。
『
呂
氏
春
秋
』
必
己
・
離
謂
・
過
理
等
の
篇
の
注
で
は
「
耐
乏
諸
父
」
と
し
て
い
る
。
各
々
の
異

説
へ
何
れ
が
是
で
あ
る
か
断
じ
難
い
。
な
お
へ
比
千
を
附
の
諸
父
と
す
る
点
は
各
説
同
じ
で
あ
る
o

尚
へ
余
説
な
が
ら
へ
教
子
に
つ
い
て
は
へ
『
呂
氏
春
秋
』
誠
廉
篇
に
'
伯
夷
叔
斉
の
説
話
と
関
連
し
て
「
又
使
保
=
公
就
徴
子
開
於
共
頭
之
下
へ
　
而
与

之
盟
日
云
々
I
I
伯
夷
叔
斉
聞
之
へ
相
視
而
笑
目
へ
詩
へ
異
乎
哉
'
此
非
吾
所
謂
道
也
へ
」
と
あ
る
。

⑭
「
療
養
」
を
『
史
記
』
段
本
紀
・
周
本
紀
で
は
「
鹿
董
」
に
作
る
。
『
集
解
』
に
「
徐
旗
日
へ
庖
一
作
廉
」
と
あ
る
。
『
廿
二
史
考
興
』
は
'
『
廉
鹿
声
相

近
」
と
い
う
。
梁
注
は
『
逸
周
書
』
克
般
解
が
「
廉
」
に
作
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
『
逸
同
書
』
克
股
解
に
は
'
「
周
事
三
百
五
十
乗
へ
陳
干
牧
野
へ
帝
辛

従
'
1
-
滴
辛
奔
内
へ
登
千
慮
真
之
上
へ
犀
遮
而
自
爆
干
火
へ
武
王
乃
手
太
白
以
麿
諸
侯
へ
諸
侯
畢
拝
へ
遂
揖
之
へ
商
庶
百
姓
成
侯
干
邦
へ
　
群
賓
愈
進

日
へ
上
天
降
休
へ
再
拝
梧
首
へ
武
王
答
辞
へ
先
入
適
王
所
へ
乃
魁
射
之
へ
三
発
雨
後
下
車
へ
而
撃
之
以
軽
呂
へ
斬
之
以
黄
誠
へ
祈
県
諸
太
白
へ
適
二
女
之

所
へ
乃
既
絵
'
王
又
射
之
三
発
へ
乃
右
撃
之
以
軽
呂
へ
斬
之
以
玄
誠
へ
県
話
中
自
云
々
へ
」
と
あ
る
。
『
史
記
』
周
本
紀
も
略
同
様
で
あ
る
。

㊥
王
注
は
こ
こ
の
部
分
は
『
史
記
』
に
本
づ
-
と
云
う
。
梁
注
は
『
逸
周
書
』
世
停
解
を
指
摘
す
る
。
即
ち
「
時
甲
子
夕
へ
商
王
肘
取
天
智
王
政
埴
身
厚
以

自
焚
'
」
と
あ
る
。
因
み
に
「
殿
本
紀
」
に
は
'
「
肘
走
入
登
鹿
葦
へ
衣
其
宝
衣
へ
赴
火
而
死
へ
」
と
あ
り
'
「
周
本
紀
」
に
は
'
「
肘
走
反
人
へ
　
登
干
鹿
董

之
上
へ
蒙
衣
珠
玉
へ
自
爆
干
火
而
死
へ
」
と
あ
る
O

⑯
『
史
記
』
段
本
紀
に
は
'
「
周
武
王
遂
斬
肘
頭
へ
県
之
白
旗
へ
殺
姐
己
へ
」
と
あ
り
'
「
周
本
紀
」
に
は
'
「
遂
入
至
肘
死
所
へ
武
王
日
射
之
へ
三
発
而
后
下

車
'
以
産
射
撃
之
'
以
黄
銀
新
村
頭
'
県
大
日
之
旗
へ
己
而
至
耐
乏
要
妾
二
女
へ
二
女
皆
経
自
殺
へ
武
王
又
射
三
発
へ
撃
以
剣
,
斬
以
玄
銀
,
県
其
頭
小

目
之
旗
'
し
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
逸
周
薯
』
克
股
解
(
前
注
㊥
)
h
i
略
同
じ
で
あ
る
。
肘
の
屍
を
残
し
た
こ
と
に
つ
い
て
『
列
女
俸
』
　
は
ふ
れ
な
い
。
坦
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己
の
悪
を
強
調
す
る
こ
の
伝
で
'
こ
ち
ら
に
略
に
な
る
の
は
当
然
と
も
云
え
る
が
、
後
世
の
学
者
が
嫌
悪
感
を
持
っ
た
と
同
様
に
,
劉
向
も
,
武
王
の
残

虐
な
行
為
を
'
司
馬
遷
ほ
ど
に
リ
ア
ル
に
表
現
す
る
こ
と
に
埼
い
を
覚
え
た
為
め
で
あ
ろ
う
か
。
楼
述
(
『
豊
鏑
考
信
録
』
)
は
,
武
王
を
聖
王
と
し
て
見

る
立
場
か
ら
'
司
馬
遷
の
描
写
に
疑
問
を
抱
き
へ
「
余
按
へ
聖
人
之
伐
暴
以
救
民
也
、
非
讐
之
而
欲
甘
心
蔦
老
也
へ
梨
維
虚
,
湯
放
之
而
己
,
便
肘
不
死
,

武
王
必
不
殺
附
へ
況
於
己
死
而
残
其
屍
へ
何
為
也
者
へ
春
秋
時
滅
国
多
臭
へ
於
其
君
也
へ
.
遭
え
而
己
へ
尚
未
有
殺
之
者
,
況
商
周
之
間
,
風
俗
尤
厚
,
而

武
王
聖
人
也
へ
安
有
己
死
而
残
其
屍
者
哉
'
-
・
・
・
史
記
之
言
へ
巻
本
之
逸
周
書
へ
劉
向
所
謂
孔
子
所
論
百
篇
之
故
老
也
,
此
本
戦
国
人
所
撰
,
其
中
舛
謬

良
多
へ
不
可
為
実
へ
史
記
誤
釆
之
耳
へ
」
と
云
う
.
梁
玉
維
(
『
史
記
志
疑
巳
も
略
同
陳
の
見
解
を
持
ち
へ
「
案
此
乃
戦
国
時
不
経
之
談
鼠
入
,
逸
書
克
殿

解
史
公
誤
信
為
実
へ
取
入
殿
周
二
紀
及
帝
世
家
へ
-
-
武
之
伐
肘
へ
非
有
探
櫛
宿
怨
へ
特
為
民
除
暴
耳
へ
耐
乏
死
へ
武
之
不
幸
也
,
吾
意
,
武
王
当
日
必

以
礼
葬
蔦
へ
」
と
云
う
。
し
か
し
各
れ
も
武
壬
を
聖
王
と
す
る
孟
子
以
来
の
立
場
を
敷
桁
L
へ
こ
れ
に
固
執
し
た
偏
狭
な
断
定
で
あ
る
。
『
有
子
』
正
論
篇

に
は
'
「
昔
老
武
王
伐
有
商
へ
訣
附
へ
断
其
首
、
県
之
赤
確
」
と
あ
り
へ
「
解
蔽
」
篇
に
は
「
紺
県
於
赤
確
」
と
あ
る
。
『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
に
も
,
「
武
王
逐

奔
大
雪
万
年
梓
株
、
折
肘
而
牽
之
赤
環
、
載
之
白
旗
へ
」
と
あ
る
o
な
お
『
孟
子
』
轟
心
下
篇
に
'
孟
子
が
'
殿
周
の
戦
闘
の
血
な
ま
ぐ
さ
い
記
録
が

載
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
『
尚
書
』
武
威
篇
に
対
し
て
'
「
尽
信
書
へ
則
不
如
無
害
へ
吾
於
武
成
'
取
二
三
策
而
己
央
」
と
い
う
意
見
を
述
べ
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
へ
後
世
学
者
の
様
々
な
見
解
が
あ
る
が
'
王
鳴
盛
『
尚
書
後
案
』
(
「
後
塀
」
の
武
成
「
甲
子
昧
爽
'
受
率
其
旅
若
林
云
々
」
の
排
)
　
は
,

「
肘
衆
例
文
へ
自
相
故
殺
へ
事
見
菊
子
儒
放
篇
・
成
相
篇
・
史
記
殿
本
紀
・
准
南
子
泰
族
訓
・
劉
向
列
女
停
撃
嬰
俸
・
常
壁
畢
陽
園
志
巴
志
篇
,
非
尽
出

妄
造
云
々
」
と
述
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
な
見
解
と
思
わ
れ
る
。
戦
国
中
～
末
期
に
武
王
の
討
伐
行
為
の
残
酷
性
が
特
に
強
調
さ
れ
る
様
な
偲
想
史
上
の

背
景
が
存
在
し
た
こ
と
は
認
め
て
良
か
ろ
う
が
'
般
周
革
命
の
神
堅
さ
を
強
調
し
た
り
'
武
王
の
聖
戦
に
こ
だ
わ
る
議
論
の
方
が
'
か
え
っ
て
歴
史
事
実

の
生
々
し
さ
を
隠
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
劉
向
の
股
周
革
命
に
対
す
る
態
度
や
孟
子
の
思
想
に
対
す
る
見
方
が
こ
の
『
列
女
俸
』
に
ど
の

よ
う
な
表
わ
れ
方
を
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
こ
れ
が
劉
向
の
思
想
の
根
本
的
な
態
度
を
確
か
に
表
明
し
て
い
る
と
云
え
る
様
な
大
き
な
資
料
な
の
か
ど
う

か
へ
今
に
わ
か
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
'
少
く
と
も
へ
劉
向
が
歴
史
記
述
者
と
し
て
の
司
馬
遷
の
態
度
を
否
定
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か

と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
本
文
「
以
為
亡
附
者
是
女
也
」
は
『
史
記
』
に
は
見
え
な
い
。
前
注
㊥
に
も
指
摘
し
た
様
に
へ
『
史
記
』
股
木
記
で
は
『
吾

聞
聖
人
心
有
七
寮
」
は
肘
の
言
葉
と
し
て
示
さ
れ
る
が
'
『
列
女
俸
』
で
は
姐
己
が
附
を
そ
そ
の
か
す
言
葉
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
以
為
亡

肘
者
是
女
也
」
が
付
加
さ
れ
た
の
は
『
列
女
俸
』
特
有
の
創
作
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

㊥
『
尚
書
』
牧
誓
に
'
「
王
日
へ
古
人
有
言
へ
日
牝
難
無
農
へ
牝
和
之
農
へ
惟
家
之
索
'
今
帝
王
受
'
惟
婦
言
是
用
云
々
へ
」
と
あ
る
。

1
 
7
　
⑯
『
毛
詩
』
小
雅
節
南
山
巧
言
に
'
「
君
子
信
盗
'
乱
是
用
暴
'
撃
ロ
孔
甘
'
乱
是
用
飯
へ
匪
其
止
共
'
維
王
之
邦
、
」
と
あ
る
。
な
お
「
楚
考
李
后
」
の
伝

l
　
　
に
は
「
盗
言
孔
甘
'
乱
是
用
飲
」
の
句
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
『
説
苑
』
政
理
篇
に
'
「
匪
其
止
共
、
惟
王
之
邦
へ
此
傷
姦
臣
蔽
主
以
乱
者
也
へ
」
と
あ



わ
れ
U

り
'
『
韓
詩
外
俸
』
巻
四
に
'
「
詩
日
へ
匪
其
止
恭
'
惟
王
之
邦
へ
言
其
不
恭
其
職
事
へ
而
病
其
主
也
、
」
と
あ
る
o
尚
へ
『
詩
一
二
家
義
集
疏
』
巻
十
七
に
こ

の
詩
句
に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
る
。

(
中
国
哲
学
助
教
授
)
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Although their usage is concisely indicated in some grammars and dic-

tionaries, these indications do not seem sufficient and there still exist some

inconsistencies in explanation of these pronouns.

In order to observe their actual usage, I have collected contextual exam-

ples from six modern Greek novels which are rather popular in Greece.

In the present paper I first classify them according to several different

types of context in which they occur and then observe them statistically.

I point out certain features of the two indefinite pronouns: i) Tinoxa and

Kavivai; can denote the negative function, though originally or etymologi-

cally they should not have had a negative meaning, ii) in comparison with

tcavkvaz, rtnoTa seems to have a stronger tendency in this respect, iii)

å ccKoza is more frequently used with a negative than navivac, iv) Kavivac

is more collocable with a noun or an adjective than rino-ua., v) historically

å ctizoza. has appeared earlier than Kavkvas, etc..

Thus I am inclined to say in conclusion that rc'Koza. should already have

acquired Negative Contagion, since it has been used as a negative in several

cases, and that Negative Contagion in the case of icaviva<; is not so ad-

vanced as with ti'tzotcz.

Notes and Commentary on 'Nie-bi-chuan (X§j£iifi|J) ,

in Lieh-nii-chuan (r?U^CfllJ).( I )

Takao SHIMOMI

Liu Hsiang (§ij[£] 79-8 B.C.) was a scholar towards the close of the

Han dynasty. He is highly reputed to have arranged and classified ancient

writings of China from his own viewpoint, and elucidated the nature and

value of individual works. Among a number of his characteristic writings

tosho-seibi-repo
長方形
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is Lieh-nii-chuan (Jf^i^l), which is valued as the first biography of

womenin China. He first classified women's ways of life into seven

patterns, and then culled relevant biographies chiefly from Chun-chiu tso-

shih-chnan (^f^SJJjpSi) and Shih-chi (Jifeffii). arranging them in chro-

nological order. The present article forms the first part of notes and com-

mentary on 'Nie-bi-chuan (JTB^llffiy)', which collects the lives of those

women who ruined both their families and nation by their way of life

surpassing that of men.

The Exile in the Chunqiu C4$&0 Period

-With a Special Reference to the Marital Relations-

Takuji HANAFUSA

This paper is an attempt to investigate the character of the exile in

the Chunqiu Period.

First the materials on this subject which appear in "Chunqiu" (if^i

fAj) and "Zuozhuan" (if£iSj) are presented, and then they are compared

with the marital relations at that time.

As the result of the above process of research, the present writer

finds this: the exile depending upon the marital relations is decreasing in

proportion to the disruption of the clan system, on the other hand the

exile depending upon the new human relations is incresing.

tosho-seibi-repo
長方形




